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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷凍装置及び／又は暖房装置（１０ａ，１０ｂ）の温度設定値を変更する変更処理を行
う設定値変更装置（５０，５００）であって、
　前記温度設定値を表示するディスプレイ（５５１）と、
　前記ディスプレイの表示を透過可能に設置され、前記ディスプレイに対するタッチ操作
を検出するタッチセンサ（５５２）と、
　前記ディスプレイ及び前記タッチセンサに接続された制御装置（５２）と
を備え、
　前記制御装置は、ドラッグボタン及び前記ドラッグボタンが移動する移動経路を前記デ
ィスプレイに表示させ、前記ドラッグボタンに対するドラッグ入力を検知するドラッグエ
リア及び前記移動経路以外の場所に配置された基点を前記タッチセンサに対して設け、前
記ドラッグエリアを前記移動経路の表示範囲よりも大きく設定し、前記ドラッグエリアに
おけるドラッグ操作位置と前記基点とを結ぶ直線又は特定曲線が前記移動経路と交わる交
点に前記ドラッグボタンを移動するとともに前記ドラッグボタンの位置に対応する値に前
記温度設定値を変更する変更処理を行い、
　さらに、前記制御装置は、前記ディスプレイに対して前記移動経路の周囲に操作ボタン
を表示させるとともに前記操作ボタンに対するタッチ操作を前記タッチセンサで検知して
入力可能に設定し、かつ前記ドラッグボタンがドラッグされているときには前記操作ボタ
ンの表示されている範囲まで前記ドラッグエリアを拡張して前記操作ボタンに対するタッ
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チ操作があっても前記温度設定値の変更操作を継続する、設定値変更装置。
【請求項２】
　冷凍装置及び／又は暖房装置（１０ａ，１０ｂ）の温度設定値を変更する変更処理を行
う設定値変更装置（５０，５００）であって、
　前記温度設定値を表示するディスプレイ（５５１）と、
　前記ディスプレイの表示を透過可能に設置され、前記ディスプレイに対するタッチ操作
を検出するタッチセンサ（５５２）と、
　前記ディスプレイ及び前記タッチセンサに接続された制御装置（５２）と
を備え、
　前記制御装置は、ドラッグボタン及び前記ドラッグボタンが移動する移動経路を前記デ
ィスプレイに表示させ、前記ドラッグボタンに対するドラッグ入力を検知するドラッグエ
リア及び前記移動経路以外の場所に配置された基点を前記タッチセンサに対して設け、前
記ドラッグエリアを前記移動経路の表示範囲よりも大きく設定し、前記ドラッグエリアに
おけるドラッグ操作位置と前記基点とを結ぶ直線又は特定曲線が前記移動経路と交わる交
点に前記ドラッグボタンを移動するとともに前記ドラッグボタンの位置に対応する値に前
記温度設定値を変更する変更処理を行い、
　さらに、前記制御装置は、前記ドラッグボタンのドラッグ操作時に接触すると前記温度
設定値の変更処理を継続させないキャンセルエリアを設定する、設定値変更装置。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記ディスプレイに対して前記移動経路を非直線状に表示させ、前記
ドラッグボタンの位置が前記移動経路の一方端にあるときの値を前記温度設定値の下限値
に対応させるとともに前記ドラッグボタンの位置が前記移動経路の他方端にあるときの値
を前記温度設定値の上限値に対応させ、かつ前記移動経路の前記一方端の周辺と前記他方
端の周辺とを結ぶ範囲に前記キャンセルエリアを設定する、
請求項２に記載の設定値変更装置。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記移動経路の前記一方端と前記他方端とを結ぶ直線と交差させて前
記キャンセルエリアを配置する、
請求項３に記載の設定値変更装置。
【請求項５】
　前記制御装置は、前記ディスプレイに対して前記移動経路を円弧状又は楕円弧状に表示
させ、前記キャンセルエリアを前記移動経路に囲まれる位置に配置する、
請求項３又は請求項４に記載の設定値変更装置。
【請求項６】
　前記制御装置は、前記移動経路の前記一方端と前記他方端の真ん中と前記基点とを結ぶ
線分を含む範囲に前記キャンセルエリアを配置する、
請求項３から５のいずれか一項に記載の設定値変更装置。
【請求項７】
　前記制御装置は、前記線分に沿う方向の長さが前記一方端と前記他方端を結ぶ方向の長
さよりも長くなるように前記キャンセルエリアの形状を設定している、
請求項６に記載の設定値変更装置。
【請求項８】
　冷凍装置及び／又は暖房装置（１０ａ，１０ｂ）の温度設定値を変更する変更処理を行
う設定値変更装置（５０，５００）であって、
　前記温度設定値を表示するディスプレイ（５５１）と、
　前記ディスプレイの表示を透過可能に設置され、前記ディスプレイに対するタッチ操作
を検出するタッチセンサ（５５２）と、
　前記ディスプレイ及び前記タッチセンサに接続された制御装置（５２）と
を備え、
　前記制御装置は、ドラッグボタン及び前記ドラッグボタンが移動する移動経路を前記デ
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ィスプレイに表示させ、前記ドラッグボタンに対するドラッグ入力を検知するドラッグエ
リア及び前記移動経路以外の場所に配置された基点を前記タッチセンサに対して設け、前
記ドラッグエリアを前記移動経路の表示範囲よりも大きく設定し、前記ドラッグエリアに
おけるドラッグ操作位置と前記基点とを結ぶ直線又は特定曲線が前記移動経路と交わる交
点に前記ドラッグボタンを移動するとともに前記ドラッグボタンの位置に対応する値に前
記温度設定値を変更する変更処理を行い、
　さらに、前記制御装置は、前記ドラッグボタンに接触される前は、前記ドラッグボタン
の表示範囲を含む前記移動経路の表示範囲よりも小さな範囲に前記ドラッグエリアを設定
し、前記ドラッグボタンのドラッグ操作の開始後に前記ドラッグエリアを前記移動経路の
表示範囲よりも大きく設定するために前記ドラッグエリアを拡大する、設定値変更装置。
【請求項９】
　給湯装置（６０２）の湯量設定値を変更する変更処理を行う設定値変更装置（５０，５
００）であって、
　前記湯量設定値を表示するディスプレイ（５５１）と、
　前記ディスプレイの表示を透過可能に設置され、前記ディスプレイに対するタッチ操作
を検出するタッチセンサ（５５２）と、
　前記ディスプレイ及び前記タッチセンサに接続された制御装置（５２）と
を備え、
　前記制御装置は、ドラッグボタン及び前記ドラッグボタンが移動する移動経路を前記デ
ィスプレイに表示させ、前記ドラッグボタンに対するドラッグ入力を検知するドラッグエ
リア及び前記移動経路以外の場所に配置された基点を前記タッチセンサに対して設け、前
記ドラッグエリアを前記移動経路の表示範囲よりも大きく設定し、前記ドラッグエリアに
おけるドラッグ操作位置と前記基点とを結ぶ直線又は特定曲線が前記移動経路と交わる交
点に前記ドラッグボタンを移動するとともに前記ドラッグボタンの位置に対応する値に前
記湯量設定値を変更する変更処理を行い、
　さらに、前記制御装置は、前記ディスプレイに対して前記移動経路の周囲に操作ボタン
を表示させるとともに前記操作ボタンに対するタッチ操作を前記タッチセンサで検知して
入力可能に設定し、かつ前記ドラッグボタンがドラッグされているときには前記操作ボタ
ンの表示されている範囲まで前記ドラッグエリアを拡張して前記操作ボタンに対するタッ
チ操作があっても前記湯量設定値の変更操作を継続する、設定値変更装置。
【請求項１０】
　給湯装置（６０２）の湯量設定値を変更する変更処理を行う設定値変更装置（５０，５
００）であって、
　前記湯量設定値を表示するディスプレイ（５５１）と、
　前記ディスプレイの表示を透過可能に設置され、前記ディスプレイに対するタッチ操作
を検出するタッチセンサ（５５２）と、
　前記ディスプレイ及び前記タッチセンサに接続された制御装置（５２）と
を備え、
　前記制御装置は、ドラッグボタン及び前記ドラッグボタンが移動する移動経路を前記デ
ィスプレイに表示させ、前記ドラッグボタンに対するドラッグ入力を検知するドラッグエ
リア及び前記移動経路以外の場所に配置された基点を前記タッチセンサに対して設け、前
記ドラッグエリアを前記移動経路の表示範囲よりも大きく設定し、前記ドラッグエリアに
おけるドラッグ操作位置と前記基点とを結ぶ直線又は特定曲線が前記移動経路と交わる交
点に前記ドラッグボタンを移動するとともに前記ドラッグボタンの位置に対応する値に前
記湯量設定値を変更する変更処理を行い、
　さらに、前記制御装置は、前記ドラッグボタンのドラッグ操作時に接触すると前記湯量
設定値の変更処理を継続させないキャンセルエリアを設定する、設定値変更装置。
【請求項１１】
　給湯装置（６０２）の湯量設定値を変更する変更処理を行う設定値変更装置（５０，５
００）であって、
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　前記湯量設定値を表示するディスプレイ（５５１）と、
　前記ディスプレイの表示を透過可能に設置され、前記ディスプレイに対するタッチ操作
を検出するタッチセンサ（５５２）と、
　前記ディスプレイ及び前記タッチセンサに接続された制御装置（５２）と
を備え、
　前記制御装置は、ドラッグボタン及び前記ドラッグボタンが移動する移動経路を前記デ
ィスプレイに表示させ、前記ドラッグボタンに対するドラッグ入力を検知するドラッグエ
リア及び前記移動経路以外の場所に配置された基点を前記タッチセンサに対して設け、前
記ドラッグエリアを前記移動経路の表示範囲よりも大きく設定し、前記ドラッグエリアに
おけるドラッグ操作位置と前記基点とを結ぶ直線又は特定曲線が前記移動経路と交わる交
点に前記ドラッグボタンを移動するとともに前記ドラッグボタンの位置に対応する値に前
記湯量設定値を変更する変更処理を行い、
　さらに、前記制御装置は、前記ドラッグボタンに接触される前は、前記ドラッグボタン
の表示範囲を含む前記移動経路の表示範囲よりも小さな範囲に前記ドラッグエリアを設定
し、前記ドラッグボタンのドラッグ操作の開始後に前記ドラッグエリアを前記移動経路の
表示範囲よりも大きく設定するために前記ドラッグエリアを拡大する、設定値変更装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷凍装置及び／又は暖房装置の温度設定値又は給湯装置の湯量設定値を変更
する設定値変更装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ヒートポンプシステムなどの冷凍装置の設定温度又は給湯装置の湯量設定値
を変更する設定値変更装置としては、例えば特許文献１（特開２０１５－１１４０５７号
公報）に記載されているヒートポンプシステムのリモートコントロール装置並びに、ヒー
トポンプシステムに通信手段を介して接続されるスマートフォン及びタブレット型のコン
ピュータなどがある。これら設定値変更装置には、ディスプレイとタッチセンサの機能を
合わせ持つタッチスクリーン装置が設けられ、タッチスクリーン装置を用いて温度設定値
を変更できるものがある。特許文献１に示されているリモートコントロール装置では、主
にタッチキーを押すタップ入力やトグル入力を使って設定温度の変更が行われる。しかし
、タップ入力やトグル入力では設定温度の変更を数値として認識しなければならず、大き
くしたり小さくしたりしたことを身体の動きから感覚的に捉えることが難しい。そこで、
特許文献２（特表２０１５－５１３７４７号公報）に記載されているようなドラッグ入力
を使って、温度設定値の変更操作をすることも考えられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、ドラッグしたドラッグボタンが指の接触している位置から常に離れない
ようなタッチ操作を使った入力方法では、ドラッグボタンが移動可能な経路をユーザが慎
重になぞらなければならず、入力が面倒になる。また、移動可能な経路から外れた軌跡を
ユーザの指が描くと誤入力の原因となる。
【０００４】
　本発明の課題は、ドラッグ操作による正しい温度設定値又は湯量設定値への変更操作が
容易な設定値変更装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１観点に係る設定値変更装置は、冷凍装置及び／又は暖房装置の温度設定値
を変更する変更処理を行う設定値変更装置であって、温度設定値を表示するディスプレイ
と、ディスプレイの表示を透過可能に設置され、ディスプレイに対するタッチ操作を検出
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するタッチセンサと、ディスプレイ及びタッチセンサに接続された制御装置とを備え、制
御装置は、ドラッグボタン及びドラッグボタンが移動する移動経路をディスプレイに表示
させ、ドラッグボタンに対するドラッグ入力を検知するドラッグエリア及び移動経路以外
の場所に配置された基点をタッチセンサに対して設け、ドラッグエリアを移動経路の表示
範囲よりも大きく設定し、ドラッグエリアにおけるドラッグ操作位置と基点とを結ぶ直線
又は特定曲線が移動経路と交わる交点にドラッグボタンを移動するとともにドラッグボタ
ンの位置に対応する値に温度設定値を変更する変更処理を行う。
【０００６】
　第１観点の設定値変更装置では、制御装置がドラッグエリアを移動経路の表示範囲より
も大きく設定し、ドラッグエリアにおけるドラッグ操作位置と基点とを結ぶ直線又は特定
曲線が移動経路と交わる交点にドラッグボタンを移動するとともにドラッグボタンの位置
に対応する値に温度設定値を変更する変更処理を行うことから、ユーザが粗野な操作をし
てドラッグ操作位置が移動経路をはみ出してもドラッグ操作を継続してドラッグボタンを
移動経路に沿って移動させることができる。
【０００７】
　また、本発明の第１観点に係る設定値変更装置は、制御装置は、ディスプレイに対して
移動経路の周囲に操作ボタンを表示させるとともに操作ボタンに対するタッチ操作をタッ
チセンサで検知して入力可能に設定し、かつドラッグボタンがドラッグされているときに
は操作ボタンの表示されている範囲までドラッグエリアを拡張して操作ボタンに対するタ
ッチ操作があっても温度設定値の変更操作を継続する、ものである。
【０００８】
　第１観点の設定値変更装置では、ドラッグボタンがドラッグされているときには操作ボ
タンの表示されている範囲までドラッグエリアを拡張して操作ボタンに対するタッチ操作
があっても温度設定値の変更操作を継続することから、操作ボタンを設定する場合にもド
ラッグエリアを広く取ることができ、また操作ボタンのタッチ操作による誤入力を防ぐこ
とができるので、ドラッグ操作を行い易くするとともに温度設定値の正しい変更操作が容
易になる。
【０００９】
　本発明の第２観点に係る設定値変更装置は、冷凍装置及び／又は暖房装置の温度設定値
を変更する変更処理を行う設定値変更装置であって、温度設定値を表示するディスプレイ
と、ディスプレイの表示を透過可能に設置され、ディスプレイに対するタッチ操作を検出
するタッチセンサと、ディスプレイ及びタッチセンサに接続された制御装置とを備え、制
御装置は、ドラッグボタン及びドラッグボタンが移動する移動経路をディスプレイに表示
させ、ドラッグボタンに対するドラッグ入力を検知するドラッグエリア及び移動経路以外
の場所に配置された基点をタッチセンサに対して設け、ドラッグエリアを移動経路の表示
範囲よりも大きく設定し、ドラッグエリアにおけるドラッグ操作位置と基点とを結ぶ直線
又は特定曲線が移動経路と交わる交点にドラッグボタンを移動するとともにドラッグボタ
ンの位置に対応する値に温度設定値を変更する変更処理を行い、制御装置は、ドラッグボ
タンのドラッグ操作時に接触すると温度設定値の変更処理を継続させないキャンセルエリ
アを設定する、ものである。
【００１０】
　第２観点の設定値変更装置では、制御装置がドラッグエリアを移動経路の表示範囲より
も大きく設定し、ドラッグエリアにおけるドラッグ操作位置と基点とを結ぶ直線又は特定
曲線が移動経路と交わる交点にドラッグボタンを移動するとともにドラッグボタンの位置
に対応する値に温度設定値を変更する変更処理を行うことから、ユーザが粗野な操作をし
てドラッグ操作位置が移動経路をはみ出してもドラッグ操作を継続してドラッグボタンを
移動経路に沿って移動させることができる。
【００１１】
　また、第２観点の設定値変更装置では、ドラッグボタンのドラッグ操作時にキャンセル
エリアへの接触があると温度設定値の変更処理が継続されず、そこで温度設定が完了する



(6) JP 6202082 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

ことから、キャンセルエリアを越えた先までドラッグ操作をすることに起因する予期しな
い温度設定値への変更がされなくなる。
【００１２】
　本発明の第３観点に係る設定値変更装置は、第２観点に係る設定値変更装置において、
制御装置は、ディスプレイに対して移動経路を非直線状に表示させ、ドラッグボタンの位
置が移動経路の一方端にあるときの値を温度設定値の下限値に対応させるとともにドラッ
グボタンの位置が移動経路の他方端にあるときの値を温度設定値の上限値に対応させ、か
つ移動経路の一方端の周辺と他方端の周辺とを結ぶ範囲にキャンセルエリアを設定する、
ものである。
【００１３】
　第３観点の設定値変更装置では、移動経路の一方端の周辺と他方端の周辺とを結ぶ範囲
にキャンセルエリアが設定されることから、上限値付近の値を入れたつもりでドラッグ入
力を終了するときに指が下限値付近の値を入力する場所にまで移動して下限値付近の値が
入力されるという誤操作を防ぐことができ、またその逆の誤操作を防ぐことができる。
【００１４】
　本発明の第４観点に係る設定値変更装置は、第３観点に係る設定値変更装置において、
制御装置は、移動経路の一方端と他方端とを結ぶ直線と交差させてキャンセルエリアを配
置する、ものである。
【００１５】
　第４観点の設定値変更装置では、所望の温度と実際の設定温度の間に大きな差がある場
合、移動経路の一方端と他方端を結ぶ直線上付近を誤ってドラッグ操作した確率が高いこ
とから、このような一方端と他方端を結ぶ直線と交差させてキャンセルエリアを設けるこ
とで、上限値付近の値に変更するつもりで下限値付近の値に変更したり、下限値付近の値
に変更するつもりで上限値付近の値に変更したりする誤操作を防げる確率が高くなる。
【００１６】
　本発明の第５観点に係る設定値変更装置は、第３観点又は第４観点に係る設定値変更装
置において、制御装置は、ディスプレイに対して移動経路を円弧状又は楕円弧状に表示さ
せ、キャンセルエリアを移動経路に囲まれる位置に配置する、ものである。
【００１７】
　第５観点の設定値変更装置では、円弧状又は楕円弧状に形成された移動経路に沿ってド
ラッグボタンを移動するときには、弧内に向けてドラッグ操作位置を動かしつつドラッグ
操作を終了させる場合があるが、キャンセルエリアが移動経路に囲まれる位置に配置され
ることから、上限値付近の値に変更するつもりで下限値付近の値に変更したり、下限値付
近の値に変更するつもりで上限値付近の値に変更したりする誤操作を、円弧状又は楕円弧
状の移動経路に囲まれた弧内の位置にあるキャンセルエリアで防ぐことができる。
【００１８】
　本発明の第６観点に係る設定値変更装置は、第３観点から第５観点のいずれかに係る設
定値変更装置において、制御装置は、移動経路の一方端と他方端の真ん中と基点とを結ぶ
線分を含む範囲にキャンセルエリアを配置する、ものである。
【００１９】
　第６観点の設定値変更装置では、移動経路の一方端と他方端の真ん中と基点とを結ぶ線
分を含む範囲にキャンセルエリアが配置されることから、線分を横切るドラッグ操作によ
るドラッグ入力を防ぐことができ、上限値に変更するつもりで下限値に変更したり、下限
値に変更するつもりで上限値に変更したりする誤操作を線分上に配置されたキャンセルエ
リアで防ぐことができる。
【００２０】
　本発明の第７観点に係る設定値変更装置は、第６観点に係る設定値変更装置において、
制御装置は、線分に沿う方向の長さが一方端と他方端を結ぶ方向の長さよりも長くなるよ
うにキャンセルエリアの形状を設定している、ものである。
【００２１】
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　第７観点の設定値変更装置では、線分に沿う方向の長さが一方端と他方端を結ぶ方向の
長さよりも長くなるようにキャンセルエリアの形状を設定すると、下限値付近の値又は上
限値付近の値に設定したいときに、意図せずにドラッグ操作時にキャンセルエリアに接触
することで上手く設定できなくなる誤操作を抑制することができる。
【００２２】
　本発明の第８観点に係る設定値変更装置は、冷凍装置及び／又は暖房装置の温度設定値
を変更する変更処理を行う設定値変更装置であって、温度設定値を表示するディスプレイ
と、ディスプレイの表示を透過可能に設置され、ディスプレイに対するタッチ操作を検出
するタッチセンサと、ディスプレイ及びタッチセンサに接続された制御装置とを備え、制
御装置は、ドラッグボタン及びドラッグボタンが移動する移動経路をディスプレイに表示
させ、ドラッグボタンに対するドラッグ入力を検知するドラッグエリア及び移動経路以外
の場所に配置された基点をタッチセンサに対して設け、ドラッグエリアを移動経路の表示
範囲よりも大きく設定し、ドラッグエリアにおけるドラッグ操作位置と基点とを結ぶ直線
又は特定曲線が移動経路と交わる交点にドラッグボタンを移動するとともにドラッグボタ
ンの位置に対応する値に温度設定値を変更する変更処理を行い、制御装置は、ドラッグボ
タンに接触される前は、ドラッグボタンの表示範囲を含む移動経路の表示範囲よりも小さ
な範囲にドラッグエリアを設定し、ドラッグボタンのドラッグ操作の開始後にドラッグエ
リアを移動経路の表示範囲よりも大きく設定するためにドラッグエリアを拡大する、もの
である。
【００２３】
　第８観点の設定値変更装置では、制御装置がドラッグエリアを移動経路の表示範囲より
も大きく設定し、ドラッグエリアにおけるドラッグ操作位置と基点とを結ぶ直線又は特定
曲線が移動経路と交わる交点にドラッグボタンを移動するとともにドラッグボタンの位置
に対応する値に温度設定値を変更する変更処理を行うことから、ユーザが粗野な操作をし
てドラッグ操作位置が移動経路をはみ出してもドラッグ操作を継続してドラッグボタンを
移動経路に沿って移動させることができる。
【００２４】
　また、第８観点の設定値変更装置では、ドラッグボタンのドラッグ操作の開始後にドラ
ッグエリアを移動経路の表示範囲よりも大きく設定するためにドラッグエリアを拡大する
ことから、ドラッグ操作が行われる前とドラッグ操作が行われた後に、例えば操作ボタン
を拡大された部分のドラッグエリアに配置することができ、ドラッグ操作以外の操作が行
い易くなる。
【００２５】
　本発明の第９観点に係る設定値変更装置は、給湯装置の湯量設定値を変更する変更処理
を行う設定値変更装置であって、湯量設定値を表示するディスプレイと、ディスプレイの
表示を透過可能に設置され、ディスプレイに対するタッチ操作を検出するタッチセンサと
、ディスプレイ及びタッチセンサに接続された制御装置とを備え、制御装置は、ドラッグ
ボタン及びドラッグボタンが移動する移動経路をディスプレイに表示させ、ドラッグボタ
ンに対するドラッグ入力を検知するドラッグエリア及び移動経路以外の場所に配置された
基点をタッチセンサに対して設け、ドラッグエリアを移動経路の表示範囲よりも大きく設
定し、ドラッグエリアにおけるドラッグ操作位置と基点とを結ぶ直線又は特定曲線が移動
経路と交わる交点にドラッグボタンを移動するとともにドラッグボタンの位置に対応する
値に湯量設定値を変更する変更処理を行う。
【００２６】
　第９観点の設定値変更装置では、制御装置がドラッグエリアを移動経路の表示範囲より
も大きく設定し、ドラッグエリアにおけるドラッグ操作位置と基点とを結ぶ直線又は特定
曲線が移動経路と交わる交点にドラッグボタンを移動するとともにドラッグボタンの位置
に対応する値に湯量設定値を変更する変更処理を行うことから、ユーザが粗野な操作をし
てドラッグ操作位置が移動経路をはみ出してもドラッグ操作を継続してドラッグボタンを
移動経路に沿って移動させることができるので、正しい湯量設定値への変更操作が容易に
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なる。
【００２７】
　また、本発明の第９観点に係る設定値変更装置は、制御装置は、ディスプレイに対して
移動経路の周囲に操作ボタンを表示させるとともに操作ボタンに対するタッチ操作をタッ
チセンサで検知して入力可能に設定し、かつドラッグボタンがドラッグされているときに
は操作ボタンの表示されている範囲までドラッグエリアを拡張して操作ボタンに対するタ
ッチ操作があっても湯量設定値の変更操作を継続する、ものである。
【００２８】
　第９観点の設定値変更装置では、ドラッグボタンがドラッグされているときには操作ボ
タンの表示されている範囲までドラッグエリアを拡張して操作ボタンに対するタッチ操作
があっても湯量設定値の変更操作を継続することから、操作ボタンを設定する場合にもド
ラッグエリアを広く取ることができ、また操作ボタンのタッチ操作による誤入力を防ぐこ
とができるので、ドラッグ操作を行い易くするとともに湯量設定値の正しい変更操作が容
易になる。
【００２９】
　本発明の第１０観点に係る設定値変更装置は、給湯装置の湯量設定値を変更する変更処
理を行う設定値変更装置であって、湯量設定値を表示するディスプレイと、ディスプレイ
の表示を透過可能に設置され、ディスプレイに対するタッチ操作を検出するタッチセンサ
と、ディスプレイ及びタッチセンサに接続された制御装置とを備え、制御装置は、ドラッ
グボタン及びドラッグボタンが移動する移動経路をディスプレイに表示させ、ドラッグボ
タンに対するドラッグ入力を検知するドラッグエリア及び移動経路以外の場所に配置され
た基点をタッチセンサに対して設け、ドラッグエリアを移動経路の表示範囲よりも大きく
設定し、ドラッグエリアにおけるドラッグ操作位置と基点とを結ぶ直線又は特定曲線が移
動経路と交わる交点にドラッグボタンを移動するとともにドラッグボタンの位置に対応す
る値に湯量設定値を変更する変更処理を行い、制御装置は、ドラッグボタンのドラッグ操
作時に接触すると湯量設定値の変更処理を継続させないキャンセルエリアを設定する、も
のである。
【００３０】
　第１０観点の設定値変更装置では、制御装置がドラッグエリアを移動経路の表示範囲よ
りも大きく設定し、ドラッグエリアにおけるドラッグ操作位置と基点とを結ぶ直線又は特
定曲線が移動経路と交わる交点にドラッグボタンを移動するとともにドラッグボタンの位
置に対応する値に湯量設定値を変更する変更処理を行うことから、ユーザが粗野な操作を
してドラッグ操作位置が移動経路をはみ出してもドラッグ操作を継続してドラッグボタン
を移動経路に沿って移動させることができるので、正しい湯量設定値への変更操作が容易
になる。
【００３１】
　また、第１０観点の設定値変更装置では、ドラッグボタンのドラッグ操作時にキャンセ
ルエリアへの接触があると湯量設定値の変更処理が継続されず、そこで湯量設定が完了す
ることから、キャンセルエリアを越えた先までドラッグ操作をすることに起因する予期し
ない湯量設定値への変更がされなくなる。
【００３２】
　本発明の第１１観点に係る設定値変更装置は、給湯装置の湯量設定値を変更する変更処
理を行う設定値変更装置であって、湯量設定値を表示するディスプレイと、ディスプレイ
の表示を透過可能に設置され、ディスプレイに対するタッチ操作を検出するタッチセンサ
と、ディスプレイ及びタッチセンサに接続された制御装置とを備え、制御装置は、ドラッ
グボタン及びドラッグボタンが移動する移動経路をディスプレイに表示させ、ドラッグボ
タンに対するドラッグ入力を検知するドラッグエリア及び移動経路以外の場所に配置され
た基点をタッチセンサに対して設け、ドラッグエリアを移動経路の表示範囲よりも大きく
設定し、ドラッグエリアにおけるドラッグ操作位置と基点とを結ぶ直線又は特定曲線が移
動経路と交わる交点にドラッグボタンを移動するとともにドラッグボタンの位置に対応す
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る値に湯量設定値を変更する変更処理を行い、制御装置は、ドラッグボタンに接触される
前は、ドラッグボタンの表示範囲を含む移動経路の表示範囲よりも小さな範囲にドラッグ
エリアを設定し、ドラッグボタンのドラッグ操作の開始後にドラッグエリアを移動経路の
表示範囲よりも大きく設定するためにドラッグエリアを拡大する、ものである。
【００３３】
　第１１観点の設定値変更装置では、制御装置がドラッグエリアを移動経路の表示範囲よ
りも大きく設定し、ドラッグエリアにおけるドラッグ操作位置と基点とを結ぶ直線又は特
定曲線が移動経路と交わる交点にドラッグボタンを移動するとともにドラッグボタンの位
置に対応する値に湯量設定値を変更する変更処理を行うことから、ユーザが粗野な操作を
してドラッグ操作位置が移動経路をはみ出してもドラッグ操作を継続してドラッグボタン
を移動経路に沿って移動させることができるので、正しい湯量設定値への変更操作が容易
になる。
【００３４】
　また、第１１観点の設定値変更装置では、ドラッグボタンのドラッグ操作の開始後にド
ラッグエリアを移動経路の表示範囲よりも大きく設定するためにドラッグエリアを拡大す
ることから、ドラッグ操作が行われる前とドラッグ操作が行われた後に、例えば操作ボタ
ンを拡大された部分のドラッグエリアに配置することができ、ドラッグ操作以外の操作が
行い易くなる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明の第１観点、第２観点または第８観点に係る設定値変更装置によれば、ドラッグ
操作による正しい温度設定値への変更操作が容易になる。
【００３６】
　また、第１観点に係る設定値変更装置によれば、ドラッグ操作を行い易くなると同時に
温度設定値の正しい変更操作が容易になる。
【００３７】
　また、第２観点に係る設定値変更装置によれば、予期しない温度設定値への変更が抑制
されることで、ユーザに不快感を与えるリスクが減る。
【００３８】
　第３観点に係る設定値変更装置によれば、温度設定の上限値付近の値と取り違えて下限
値付近の値を入力したり、下限値付近の値と取り違えて上限値付近の値を入力したりして
、設定された温度と設定したかった温度の間に大きな温度差が生じるリスクを抑制するこ
とができる。
【００３９】
　第４観点に係る設定値変更装置によれば、設定された温度と設定したかった温度の間に
大きな温度差が生じないようにする機能が向上する。
【００４０】
　第５観点に係る設定値変更装置によれば、移動経路が円弧状又は楕円弧状である場合に
、設定された温度と設定したかった温度の間に大きな温度差が生じないようにする機能が
大きく向上する。
【００４１】
　第６観点に係る設定値変更装置によれば、設定された温度と設定したかった温度の間に
大きな温度差が生じないようにする機能が大きく向上する。
【００４２】
　第７観点に係る設定値変更装置によれば、上限値付近の値を意図せずに入力したり、下
限値付近の値を意図せずに入力したりする誤操作を抑制することができる。
【００４３】
　また、第８観点に係る設定値変更装置によれば、操作性を向上させることができる。
【００４４】
　第９観点、第１０観点または第１１観点に係る設定値変更装置によれば、タッチ操作に
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よって正しい湯量設定値への変更操作が容易になる。
【００４５】
　また、第９観点に係る設定値変更装置によれば、ドラッグ操作を行い易くなると同時に
湯量設定値の正しい変更操作が容易になる。
【００４６】
　また、第１０観点に係る設定値変更装置によれば、予期しない湯量設定値への変更が抑
制されることで、ユーザに不快感を与えるリスクが減る。
【００４７】
　また、第１１観点に係る設定値変更装置によれば、操作性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の一実施形態に係る空気調和システムの概略構成を示す概念図。
【図２】空気調和機の制御部及びアダプタの構成を説明するためのブロック図。
【図３】スマートフォンの制御装置及びサーバの構成を説明するためのブロック図。
【図４】空気調和機の保有機能情報の内容を示す図。
【図５】サーバのアダプタ別データベースに格納されているデータの内容を示す図。
【図６】（ａ）初期設定時にスマートフォンのタッチスクリーン装置に表示される空気調
和機の一覧画面を示す図、（ｂ）初期設定時にスマートフォンのタッチスクリーン装置に
表示される空気調和機の設定画面を示す図。
【図７】ユーザが選択した空気調和機の空気調和機管理画面の一例を示す図。
【図８】図７の空気調和機管理画面に対する検知エリアの設定を説明するための図。
【図９】（ａ）設定温度の下限値に関する画面を説明するための図、（ｂ）設定温度の中
央値に関する画面を説明するための図、（ｃ）設定温度の上限値に関する画面を説明する
ための図。
【図１０】温度変更入力検知エリアとキャンセルエリアの設定を説明するための図。
【図１１】（ａ）温度設定ボタンへのタッチ操作を説明するための図、（ｂ）温度設定ボ
タンのスワイプ操作を説明するための図、（ｃ）設定温度の値を確定するための操作を説
明するための図。
【図１２】移動経路から外れたスワイプ操作を行ったときの設定温度の値の変更を説明す
るための図。
【図１３】（ａ）温度設定ボタンへのタッチ操作を説明するための図、（ｂ）温度設定ボ
タンのスワイプ操作を説明するための図、（ｃ）キャンセルエリアによって設定温度の値
が確定される操作を説明するための図。
【図１４】変形例に係る給湯システムの回路図。
【図１５】図１４の給湯システムの給湯装置を示す斜視図。
【図１６】給湯装置の制御部及びアダプタの構成を説明するためのブロック図。
【図１７】スマートフォンの制御装置及びサーバの構成を説明するためのブロック図。
【図１８】給湯装置の給湯装置管理画面を説明するための図。
【図１９】給湯装置管理画面に対する検知エリアの設定を説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下、設定値変更装置が携帯端末、さらに具体的には設定値変更装置がスマートフォン
である場合を例に挙げて説明する。図１に示されているように、本発明の一実施形態に係
る空気調和システム１００は、携帯端末５０を含んでいる。この携帯端末５０は、具体的
には、図３に示されているようなスマートフォン５００である。
【００５０】
　（１）空気調和システムの概略構成
　図１に、空気調和システム１００の全体構成を示す。空気調和システム１００は、情報
仲介装置としてのサーバ４０およびアダプタ２０ａ，２０ｂを介して、ユーザが保有する
携帯端末５０から所望の空気調和機１０ａ，１０ｂの情報を取得したり、所望の空気調和
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機１０ａ，１０ｂを操作したりするためのシステムである。
【００５１】
　インターネットを含む公衆回線８０と、建物３０内に敷設されているローカルエリアネ
ットワーク（以下、ＬＡＮという）８１とを接続するルータ２１が、建物３０に設置され
ている。ＬＡＮ８１は、ルータ２１の機能を利用した無線ＬＡＮであり、空気調和機１０
ａ，１０ｂに有線で接続されたアダプタ２０ａ，２０ｂが無線接続されている。なお、ア
ダプタ２０ａ，２０ｂの他に、建物３０内で使用される図示しないパソコン、プリンタ等
のネットワーク機器がＬＡＮ８１にさらに接続されていてもよい。
【００５２】
　携帯端末５０によるサーバ４０を介した空気調和機１０ａ，１０ｂの管理をするために
は、事前に各空気調和機１０ａ，１０ｂをサーバ４０に登録しておく必要がある。なお、
理解を容易にするため、図１には建物３０を１つだけ示しているが、実際の空気調和シス
テム１００には、複数の建物３０に散在する空気調和機１０ａ，１０ｂが含まれる。すな
わち、公衆回線８０によって建物３０の遠隔に設置されているサーバ４０は、空気調和機
の製造会社や販売会社、あるいはメンテナンス会社によって運営されるものであり、多数
の建物３０内の空気調和機の情報がサーバ４０内に蓄積されている。また、２台の空気調
和機１０ａ,１０ｂと２台のアダプタ２０ａ，２０ｂは、建物３０に設置される空気調和
機とアダプタの設置例であって、例えば空気調和機の台数が１台であっても３台以上であ
ってもよく、アダプタの台数も１台であっても３台以上であってもよい。
【００５３】
　（２）空気調和システムの詳細構成
　（２－１）空気調和機
　図１に示すように、空気調和機１０ａ，１０ｂは、建物３０の各部屋３０ａ，３０ｂの
中に設置される室内機１１ａ，１１ｂと、建物３０の外に設置される室外機１２ａ，１２
ｂとから構成されている。なお、室内機１１ａ，１１ｂは、後述するアダプタ２０ａ，２
０ｂと１対１で接続されている。これら空気調和機１０ａと空気調和機１０ｂとが基本構
成を同じくすることから、空気調和機１０ａを例にとって以下の説明を行う。
【００５４】
　室内機１１ａと室外機１２ａとは、冷媒配管を介して接続されており、図示しない圧縮
機や熱交換器等から構成される冷媒回路を形成している。図２に示すように、空気調和機
１０ａは、各種センサを有している。例えば、室内機１１ａは、室内機１１ａの設置され
ている部屋３０ａの温度を検出する室内温度センサ１４ａを有している。一方、室外機１
２ａは、建物３０付近の外気の温度を検出する外気温度センサ１４ｂを有している。
【００５５】
　また、空気調和機１０ａは、制御部１３を有している。制御部１３は、空気調和機１０
ａに含まれる室内機１１ａおよび室外機１２ａの制御ユニットから構成されている。制御
部１３は、リモートコントローラ１５を介して部屋３０ａに居るユーザから入力される空
気調和機１０ａに対する運転指令に従って、空気調和機１０ａの運転を制御する、すなわ
ち、冷媒回路に含まれる圧縮機等の動作を制御する。
【００５６】
　また、制御部１３は、空気調和機１０ａに関する機器データ２５ａをアダプタ２０ａに
送信する。例えば、制御部１３は、リモートコントローラ１５を介して入力された室内機
１１ａに対する制御指令の内容を示すデータを、アダプタ２０ａに送信する。運転指令の
内容を示すデータとは、空気調和機１０ａの運転開始／運転停止、運転モード（冷房モー
ド、暖房モード、送風モードなど）、設定温度、などである。アダプタ２０ａに送られる
機器データ２５ａには、後述する保有機能情報１８ａ、積算運転時間１８ｂ、消費電力１
８ｃなども含まれている。
【００５７】
　また、制御部１３は、室内温度および外気温度に関する温度データ２５ｂを、さらにア
ダプタ２０ａに送信する。具体的には、制御部１３は、室内温度センサ１４ａによって検
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出された室内温度データ、および外気温度センサ１４ｂによって検出された外気温度デー
タを、アダプタ２０ａに送信する。
【００５８】
　また、制御部１３は、アダプタ２０ａから送信されてくる制御指令を実行する。アダプ
タ２０ａから送信されてくる制御指令とは、例えば、室内機１１ａに対する運転指令や、
特定の機器データをアダプタ２０ａに送信するよう命じる指令である。
【００５９】
　制御部１３は、ＣＰＵの他に、ＲＡＭ及びＲＯＭを含む記憶部１８を備えている。記憶
部１８には、ＲＯＭに記憶された保有機能情報１８ａ、ＲＡＭに記憶された積算運転時間
１８ｂ及び消費電力１８ｃなどが存在している。積算運転時間１８ｂは、タイマ１７によ
りカウントされた空気調和機１０ａの累積の運転時間である。消費電力１８ｃは、電力計
１４ｄによって計測された空気調和機１０ａの消費した電力である。
【００６０】
　保有機能情報１８ａは、空気調和機１０ａが保有する機能に関する情報である。保有機
能情報１８ａは、図４に示すように、空気調和機が備え得る多数の機能のうち、その空気
調和機１０ａが実際に保有している機能、保有していない機能を区別した情報である。空
気調和システム１００においては、保有機能情報１８ａが、第１情報（図４の記号ＸＸ１
）、第２情報（図４の記号ＸＸ２）、第３情報（図４の記号ＸＸ３）、第４情報（図４の
記号ＸＸ４）および第５情報（図４の記号ＸＸＸ）を含んでいる。例えば、第１情報は、
積算運転時間を計測する時間計測機能を空気調和機１０ａが有しているか否かの情報であ
る。図４に示す保有機能情報１８ａによれば、空気調和機１０ａは、洗濯物乾燥運転を行
う機能と、遠隔操作による風向き変更機能と、人検知機能は備えておらず、積算運転時間
の計測機能及び消費電力の計測機能を備えていることがわかる。上述のように、保有機能
情報１８ａは、機器データ２５ａの一部としてアダプタ２０ａに送られ、アダプタ２０ａ
の記憶部２４ａに記憶される。
【００６１】
　（２－２）情報仲介装置
　情報仲介装置は、公衆回線８０を利用して、空気調和機１０ａ，１０ｂと携帯端末５０
との間で情報のやりとりを行わせるための装置である。空気調和システム１００では、情
報仲介装置が、アダプタ２０ａ，２０ｂ、ルータ２１、およびサーバ４０から構成されて
いる。
【００６２】
　（２－２－１）アダプタ
　アダプタ２０ａ，２０ｂは、空気調和機１０ａ，１０ｂをＬＡＮ８１に接続するための
ネットワークアダプタである。アダプタ２０ａとアダプタ２０ｂとが構成を同じくするこ
とから、アダプタ２０ａを例にとって以下の説明を行う。
【００６３】
　アダプタ２０ａは、図２に示すように、ＣＰＵの他に、無線通信部２２ａや記憶部２４
ａを有している。アダプタ２０ａは、ネットワーク間での通信プロトコルの相違を吸収す
る通信機能の他、空気調和機１０ａ，１０ｂを制御する制御機能を有している。アダプタ
２０ａは、室内機１１ａの制御部１３と有線で接続されており、また図示は省略している
が室内機１１ａから電源を受けて作動する。
【００６４】
　記憶部２４ａには、機器データ２５ａ及び温度データ２５ｂなどが記憶されている。上
述のように、これらのデータ２５ａ，２５ｂは、空気調和機１０ａからアダプタ２０ａに
送信されてくる空気調和機１０ａに関するデータである。そして、アダプタ２０ａは、定
期的に（ここでは１分毎に）、それらのデータ２５ａ，２５ｂを空気調和機１０ａの情報
としてまとめ、公衆回線８０を介してサーバ４０に送信している。
【００６５】
　また、記憶部２４ａには、サーバアドレスが予め記憶されている。さらに、記憶部２４
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ａには、サーバ４０によってアダプタ２０ａに対して割り当てられた機器ＩＤも記憶され
る。アダプタ２０ａの識別符号である機器ＩＤは、サーバ４０でアダプタ２０ａを一意に
識別する情報となる。
【００６６】
　（２－２－２）ルータ
　ルータ２１は、ＷＡＮ側のインターフェースと、ＬＡＮ側のインターフェースとを有し
、両ネットワークを相互接続させる通信機器である。ルータ２１は、アダプタ２０ａ，２
０ｂがＬＡＮ８１に接続されると、アダプタ２０ａ，２０ｂの存在を自動的に検出し、ア
ダプタ２０ａ，２０ｂのネットワーク情報の登録を行う。これにより、アダプタ２０ａ，
２０ｂは、ＬＡＮ８１内の他のネットワーク機器、および公衆回線８０上（インターネッ
ト上）のネットワーク機器との通信が可能になる。この空気調和システム１００において
は、ルータ２１が建物３０内のＬＡＮ８１を構築する役割も果たしている。
【００６７】
　（２－２－３）サーバ
　サーバ４０は、空調管理サービスを行うために公衆回線８０上（インターネット上）に
設けられた、サーバソフトウェアを稼働させるコンピュータである。図３に示すように、
サーバ４０は、記憶部４３を有している。
【００６８】
　記憶部４３には、空気調和機１０ａ，１０ｂに関する各種データを蓄積するためのデー
タベースが存在する。具体的には、記憶部４３には、アダプタ別データベース４３ａが存
在する。サーバ４０は、アダプタ２０ａから定期的に送られてくる空気調和機の機器デー
タ２５ａ及び温度データ２５ｂなどを、アダプタ別に蓄積している。このアダプタ別デー
タベース４３ａでは、図５に示すように、空気調和機１０ａ，１０ｂに関する各種データ
が、それらの空気調和機１０ａ，１０ｂに接続されているアダプタ２０ａ，２０ｂに割り
当てられた機器ＩＤに関連付けられた態様で格納されている。
【００６９】
　なお、アダプタ別データベース４３ａでは、アダプタの接続された空気調和機の情報が
、そのアダプタとは異なる関連アダプタが接続されている空気調和機の情報と一緒に、１
つのレコードとして格納されている。例えば、後述するように、同じ携帯端末５０から初
期設定がなされた２つのアダプタ２０ａ，２０ｂがあるときに、両アダプタ２０ａ，２０
ｂは相互に関連する関連アダプタであるとサーバ４０は認識する。
【００７０】
　また、アダプタ別データベース４３ａには、空気調和機１０ａ，１０ｂのユーザによる
各種設定情報も格納されている。登録された空気調和機１０ａ，１０ｂが接続されている
アダプタ２０ａ，２０ｂの機器ＩＤ、空気調和機１０ａ，１０ｂに対してユーザが任意で
設定した機器名称、空気調和機１０ａ，１０ｂが保有する機能に関する保有機能情報１８
ａ、空気調和機１０ａ，１０ｂの設定温度、空気調和機１０ａ，１０ｂの外部からの操作
の可否（ＯＮ／ＯＦＦ）、空気調和機１０ａ，１０ｂのユーザに割り当てられているログ
インＩＤおよびパスワードを含むユーザの個人情報、などが１つのレコードとして格納さ
れている。パスワードは、ユーザが公衆回線８０経由でサーバ４０にログインＩＤを使っ
てログインする際のログイン権限を認証するためのものである。
【００７１】
　サーバ４０は、空調管理アプリケーション５４を実行しているユーザの携帯端末５０か
らの要求に応じて、アダプタ別データベース４３ａに格納されている各種データを、公衆
回線８０を介してユーザの携帯端末５０に送信する。
【００７２】
　また、サーバ４０は、公衆回線８０を介して携帯端末５０から受信した空気調和機１０
ａ，１０ｂを操作するための操作コマンドを、アダプタ２０ａ，２０ｂからのアクセスが
あったときにアダプタ２０ａ，２０ｂへ送信する。
【００７３】
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　（２－３）携帯端末
　携帯端末５０は、空気調和機１０ａ，１０ｂのユーザが携帯するものであって、例えば
、携帯電話、スマートフォン、タブレットコンピュータ、ノート型パソコンなどの可搬性
のコンピュータ、が挙げられる。以下、携帯端末５０としてスマートフォン５００が採用
された場合を例にとって説明する。
【００７４】
　図３に示すように、スマートフォン５００は、ＣＰＵ、第１無線通信部５１ａ、第２無
線通信部５１ｂ、記憶部５３などを含む制御装置５２のほか、入出力機能を担うタッチス
クリーン装置５５を備えている。第１無線通信部５１ａは、公衆回線８０への接続機能を
有している。第２無線通信部５１ｂは、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）による無線通信を行うも
ので、建物３０内において公衆回線８０を介さずにＬＡＮ８１を介してアダプタ２０ａ，
２０ｂに接続する役割を果たす。タッチスクリーン装置５５は、表示画面として機能する
とともに、操作ボタンとしての機能を果たす。操作ボタンは、表示画面上に表示された画
像中に含まれるボタンである。
【００７５】
　スマートフォン５００には、スマートフォン５００によって空気調和機１０ａ，１０ｂ
を管理するための空調管理アプリケーション５４が搭載されている。空調管理アプリケー
ション５４は、ユーザが、公衆回線８０を介してサーバ４０からダウンロードする。ユー
ザは、空調管理アプリケーション５４によって生成されタッチスクリーン装置５５に提供
される画像を介して、空気調和機１０ａ，１０ｂの情報を監視したり、空気調和機１０ａ
，１０ｂの操作を行ったりすることができる。この空調管理アプリケーション５４は、接
続先であるサーバ４０のインターネット上のアドレスを最初から保持している。
【００７６】
　（３）初期設定
　空気調和システム１００は、空気調和機１０ａ，１０ｂにアダプタ２０ａ，２０ｂを接
続し、アダプタ２０ａ，２０ｂをルータ２１に認識させ、上述のようにユーザが空調管理
アプリケーション５４をダウンロードしてスマートフォン５００にインストールし、さら
に自宅などの建物３０内でユーザが初期設定を行うことによって使えるようになる。
【００７７】
　空気調和機１０ａ，１０ｂにアダプタ２０ａ，２０ｂを接続すると、アダプタ２０ａ，
２０ｂは、まず、機器データ２５ａ及び温度データ２５ｂなどの空気調和機１０ａ，１０
ｂの情報を取得し、その記憶部２４ａに記憶する。次に、アダプタ２０ａ，２０ｂの無線
接続設定の機能を使い、ユーザがアダプタ２０ａ，２０ｂをルータ２１に認識させ、ＬＡ
Ｎ８１にアダプタ２０ａ，２０ｂを接続させる。
【００７８】
　次に、ユーザは、建物３０内において、スマートフォン５００にインストールした空調
管理アプリケーション５４を立ち上げる。すると、空調管理アプリケーション５４を実行
しているスマートフォン５００（以下、単に空調管理アプリケーション５４という）は、
第２無線通信部５１ｂおよびルータ２１を介して、ＬＡＮ８１に接続されているアダプタ
２０ａ，２０ｂを探し、その一覧を図６（ａ）に示すようにタッチスクリーン装置５５に
表示する。
【００７９】
　図６（ａ）に示す画面上でユーザが「未設定１」の機器のアイコンをタップして「編集
」ボタン５６ａを押すと、機器名称や設置場所の入力、その他の設定を行うための次画面
（図６（ｂ）参照）が表示される。ここで、例えば、空気調和機１０ａについて、機器名
称として「Ｌｉｖｉｎｇ」といった入力を行うと、次からは空気調和機の一覧画面におい
て「未設定１」の代わりに「Ｌｉｖｉｎｇ」と表示される。
【００８０】
　また、図６（ｂ）に示す「外から操作設定」を選択し、その設定を「ＯＦＦ」から「Ｏ
Ｎ」に変更すると、その空気調和機を建物３０の外から操作するための初期設定を行うよ
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うに、空調管理アプリケーション５４がユーザに操作を促す。ここで、ユーザは、ログイ
ンＩＤとパスワードを設定する。同じＬＡＮ８１上の２つ以上のアダプタ２０ａ，２０ｂ
があると空調管理アプリケーション５４が認識をしている場合、ユーザは、それらのアダ
プタ２０ａ，２０ｂを同じログインＩＤおよびパスワードで管理することができる。同じ
設定にした場合、外から空気調和機１０ａ，１０ｂを監視、操作するときに、空気調和機
一覧画面において複数の機器が表示され選択可能とされる。
【００８１】
　ログインＩＤおよびパスワードの設定が為されると、アダプタ２０ａ，２０ｂは、ルー
タ２１を介して、自動的にサーバ４０にアクセスする。このときに、アダプタ２０ａ，２
０ｂは、自身を特定する情報をサーバ４０に送信する。サーバ４０は、そのアダプタ２０
ａ，２０ｂからのアクセスを受けたときに、上述のように、アダプタ２０ａ，２０ｂに機
器ＩＤを割り当て、その機器ＩＤによってアダプタ別データベース４３ａにレコードを付
け加える。アダプタ２０ａ，２０ｂは、サーバ４０から機器ＩＤが送信されてくると、そ
の自身の機器ＩＤを記憶部２４ａに記憶する。次に、アダプタ２０ａ，２０ｂは、サーバ
４０からの要求に応じて、記憶部２４ａにある保有機能情報１８ａを含む空気調和機１０
ａ，１０ｂの情報をサーバ４０に送信する。サーバ４０は、アダプタ２０ａ，２０ｂから
送られてきた空気調和機１０ａ，１０ｂの情報を、アダプタ２０ａ，２０ｂの機器ＩＤに
関連づけた形で記憶部４３のアダプタ別データベース４３ａに入れる。サーバ４０は、ユ
ーザが最初にスマートフォン５００で外からログインＩＤおよびパスワードを使ってアク
セスしてきたときに、アダプタ２０ａ，２０ｂに対して空気調和機１０ａ，１０ｂの情報
を要求する。
【００８２】
　なお、アダプタ別データベース４３ａの機器ＩＤ別の各レコードは、そのアダプタ２０
ａ，２０ｂの設定を行った空調管理アプリケーション５４においてユーザが決めたログイ
ンＩＤおよびパスワードとも関連づけられている。そして、同じログインＩＤおよびパス
ワードで管理される複数のアダプタ２０ａ，２０ｂに関しては、サーバ４０のアダプタ別
データベース４３ａにおいて、機器ＩＤ毎のレコードを図５に示すように１つのレコード
にまとめて保存してもよい。
【００８３】
　初期設定後、ユーザがスマートフォン５００で空調管理アプリケーション５４を起動す
ると、ログインＩＤおよびパスワードの入力箇所を含む初期画面がスマートフォン５００
のタッチスクリーン装置５５に表示される。このとき、ユーザは、初期画面に含まれるロ
グインＩＤおよびパスワードの入力箇所に、提供されたログインＩＤおよび設定したパス
ワードを入力しなければ、空調管理アプリケーション５４によってサーバ４０の記憶部４
３に保存されている空気調和機１０ａ，１０ｂの情報を見たり空気調和機１０ａ，１０ｂ
を操作したりすることができない。このようにして、空気調和システム１００では、不正
な遠隔操作を防止している。
【００８４】
　（４）空調管理アプリケーションを用いた外部からの空気調和機の監視、操作
　空調管理アプリケーション５４は、種々の機能を有しているが、基本的な機能部として
、空調機情報要求部５４ａ、空調機情報取得部５４ｂ、管理画面生成部５４ｃ及び管理画
面検知エリア決定部５４ｄを備えている。
【００８５】
　建物３０の外部において、スマートフォン５００の空調管理アプリケーション５４が起
動され、ユーザによってログインＩＤおよびパスワードが入力されると、空調機情報要求
部５４ａが、ログインＩＤに関連づけられた全てのアダプタ２０ａ，２０ｂに接続されて
いる空気調和機１０ａ，１０ｂの情報を、第１無線通信部５１ａを介してサーバ４０に要
求する。かかる情報送信要求を受けて、サーバ４０は、アダプタ別データベース４３ａか
らログインＩＤに関連づけられているアダプタ２０ａ，２０ｂが接続された空気調和機１
０ａ，１０ｂに関する各種データを、スマートフォン５００に送信する。この空気調和機
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１０ａ，１０ｂに関する各種データには、保有機能情報１８ａを含む機器データ２５ａ及
び、設定温度などの温度データ２５ｂなどが含まれている。
【００８６】
　この空気調和機１０ａ，１０ｂに関するデータは、空調管理アプリケーション５４の空
調機情報取得部５４ｂにて受信され、スマートフォン５００のメモリに一時的に記憶され
る。保有機能情報１８ａなどの空気調和機１０ａ，１０ｂに関するデータに基づいて、空
調管理アプリケーション５４の管理画面生成部５４ｃが、タッチスクリーン装置５５に表
示させる監視・操作用の空気調和機管理画面を生成する。そして、保有機能情報１８ａな
どの空気調和機１０ａ，１０ｂに関するデータに基づいて、空調管理アプリケーション５
４の管理画面検知エリア決定部５４ｄが、空気調和機管理画面に対応させて、タッチスク
リーン装置５５の画面への接触を検知する検知エリアを決定する。
【００８７】
　タッチスクリーン装置５５は、図３に示されているように、ディスプレイ５５１とタッ
チセンサ５５２とを備えている。制御装置５２は、管理画面生成部５４ｃによってタッチ
スクリーン装置５５のディスプレイ５５１を制御し、タッチスクリーン装置５５の表示機
能を制御している。また、制御装置５２は、管理画面検知エリア決定部５４ｄによってタ
ッチスクリーン装置５５のタッチセンサ５５２を制御し、タッチスクリーン装置５５の入
力機能を制御している。
【００８８】
　具体的には、スマートフォン５００の空調管理アプリケーション５４が起動されると、
まず、監視や操作が可能な空気調和機１０ａ，１０ｂの一覧画像が表示される。そして、
ユーザが、タッチスクリーン装置５５上の一覧画像に含まれる例えば空気調和機１０ａの
アイコンを１つタップすると、例えば図７に示すような「Ｌｉｖｉｎｇ」の空気調和機１
０ａの監視・操作用の空気調和機管理画面が表示される。
【００８９】
　管理画面生成部５４ｃは、記憶部５３に一時記憶されている空気調和機１０ａに関する
データを参照し、機器名称が「Ｌｉｖｉｎｇ」であるという情報を表示するための機器名
称エリア５７ａの表示画像を生成する。また、管理画面生成部５４ｃは、記憶部５３に一
時記憶されている空気調和機１０ａに関するデータを参照し、２８℃という室内温度、３
０℃という室外温度、５０％という室内湿度、及び３．０ｋＷという瞬時消費電力を、空
気調和機１０ａ，１０ｂに関する情報として表示するために、第１情報エリア５７ｂの表
示画像を生成する。また、空気調和機１０ａに設定されている設定温度を表示する第２情
報エリア５７ｃの表示画面を生成する。
【００９０】
　さらに、管理画面生成部５４ｃは、記憶部５３に一時記憶されている空気調和機１０ａ
に関するデータを参照し、空気調和機１０ａの運転を開始させるための運転ボタン５５ａ
、空気調和機１０ａの運転を停止させるための停止ボタン５５ｂ、空気調和機１０ａの運
転モードを切り換えるための複数の運転モードボタン５５ｃ、設定温度を連続的に変更可
能なドラッグ式の温度設定ボタン５５ｄ、温度設定ボタン５５ｄが移動する移動経路５５
ｅ、設定温度を上昇させるプラスボタン５５ｆ、設定温度を下降させるマイナスボタン５
５ｇ、高温／消し忘れ通知の表示画面に遷移するための高温／消し忘れ通知ボタン５５ｈ
、湿度を調整する加湿を行わせるための湿度調整ボタン５５ｉ、及び前の表示画面に戻る
ためのバックボタン５５ｊなどの表示画面を生成する。
【００９１】
　上述の各種ボタンの表示画面を生成する際に、管理画面生成部５４ｃは、例えばボタン
の色及び／又は輝度を変化させることで異なる情報をユーザに提供することができる。管
理画面生成部５４ｃは、空気調和機１０ａの運転が行なわれているか又は運転が停止して
いるかを表示するために運転ボタン５５ａと停止ボタン５５ｂの例えば色及び／又は輝度
を変え、或いは空気調和機１０ａの現在のモードを表示するために運転モードボタン５５
ｃの中の現在のモードに対応する箇所の例えば色及び／又は輝度を変える。
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【００９２】
　なお、管理画面生成部５４ｃは、その「Ｌｉｖｉｎｇ」の空気調和機１０ａの保有機能
情報１８ａに応じて、空気調和機画面の構成を変える場合がある。例えば、図７に示す空
気調和機管理画面では、「Ｌｉｖｉｎｇ」の空気調和機１０ａに高温／消し忘れ通知機能
が備わっていることを図４の保有機能情報１８ａが示す場合には、高温／消し忘れ通知の
表示画面に遷移するための高温／消し忘れ通知ボタン５５ｈが表示されるが、保有機能情
報１８ａが高温／消し忘れ通知機能が空気調和機１０ａに備わってないことを示す場合に
、管理画面生成部５４ｃは、高温／消し忘れ通知ボタン５５ｈの無い表示画面を生成する
。
【００９３】
　管理画面生成部５４ｃが生成した上述の各種ボタンの配置位置に対応させて、管理画面
検知エリア決定部５４ｄは、検知エリアを設定する。管理画面検知エリア決定部５４ｄは
、例えば、運転ボタン５５ａの表示位置に重なる場所に運転入力検知エリア５８ａを配置
し、停止ボタン５５ｂの表示位置に重なる場所に停止入力検知エリア５８ｂを配置し、複
数の運転モードボタン５５ｃの表示位置にそれぞれ重なる場所に複数のモード入力検知エ
リア５８ｃを配置し、温度設定ボタン５５ｄの表示位置に重なる場所に温度変更入力検知
エリア５８ｄを配置し、プラスボタン５５ｆの表示位置に重なる場所に温度上昇入力検知
エリア５８ｆを配置し、マイナスボタン５５ｇの表示位置に重なる場所に温度下降入力検
知エリア５８ｇを配置し、高温／消し忘れ通知ボタン５５ｈの表示位置に重なる場所に通
知要求入力検知エリア５８ｈを配置し、湿度調整ボタン５５ｉの表示位置に重なる場所に
加湿入力検知エリア５８ｉを配置し、バックボタン５５ｊの表示位置に重なる場所に画面
変更入力検知エリア５８ｊを配置する。
【００９４】
　そして、空調管理アプリケーション５４は、タッチスクリーン装置５５のタッチセンサ
５５２の空気調和機管理画面を介して、ユーザから空気調和機１０ａの操作入力を受け付
ける。ユーザが、図７に示す空気調和機管理画面において、停止ボタン５５ｂが押される
と、タッチセンサ５５２によって、停止入力検知エリア５８ｂに接触があったことが検知
される。スマートフォン５００の制御装置５２は、停止入力検知エリア５８ｂに接触があ
ったことがタッチセンサ５５２で検知されると、「Ｌｉｖｉｎｇ」の空気調和機１０ａを
運転状態から停止状態にする操作コマンドをサーバ４０に送る。「Ｌｉｖｉｎｇ」の空気
調和機１０ａを運転状態から停止状態にする操作コマンドを受信したサーバ４０は、アダ
プタ２０ａがアクセスしてきたときに操作コマンドをアダプタ２０ａに送る。操作コマン
ドを受け取ったアダプタ２０ａは、その操作コマンドに合った指令、すなわちここでは停
止指令を空気調和機１０ａに送る。
【００９５】
　逆に、「Ｌｉｖｉｎｇ」の空気調和機１０ａが停止状態にあるときに、空気調和機管理
画面において運転ボタン５５ａが押されると、タッチセンサ５５２によって、運転入力検
知エリア５８ａに接触があったことが検知される。スマートフォン５００の制御装置５２
は、運転入力検知エリア５８ａに接触があったことがタッチセンサ５５２で検知されると
、「Ｌｉｖｉｎｇ」の空気調和機１０ａを停止状態から運転状態にする操作コマンドをサ
ーバ４０に送る。同様に、他の運転モードボタン５５ｃ、プラスボタン５５ｆ、マイナス
ボタン５５ｇ、高温／消し忘れ通知ボタン５５ｈ、湿度調整ボタン５５ｉ又はバックボタ
ン５５ｊなどを押す入力操作をユーザが行うと、タッチセンサ５５２の検知エリアに重な
っているボタンに対応する操作コマンドが、空調管理アプリケーション５４からサーバ４
０に送られる。
【００９６】
　なお、温度設定ボタン５５ｄに係るドラッグ式の入力操作については、後ほど詳細に説
明する。
【００９７】
　（５）空調管理アプリケーションを用いた建物内からの空気調和機の監視、操作
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　建物３０の内部において、スマートフォン５００の空調管理アプリケーション５４が起
動され、ユーザによってログインＩＤおよびパスワードが入力されると、空調機情報要求
部５４ａが、アダプタ２０ａ，２０ｂに接続されている空気調和機１０ａ，１０ｂの情報
を、第２無線通信部５１ｂを介してアダプタ２０ａ，２０ｂに要求する。かかる情報送信
要求を受けて、アダプタ２０ａ，２０ｂ、記憶部２４ａに記憶されている空気調和機１０
ａ，１０ｂに関する各種データを、スマートフォン５００に送信する。この空気調和機１
０ａ，１０ｂに関する各種データには、保有機能情報１８ａを含む機器データ２５ａ、設
定温度などの温度データ２５ｂ、などが含まれている。
【００９８】
　その後の、監視・操作用の空気調和機管理画面の生成までは、建物３０の外部における
スマートフォン５００の空調管理アプリケーション５４の動作と同じである。
【００９９】
　また、ユーザからの空気調和機１０ａ，１０ｂの操作入力の受け付けまでは、建物３０
の外部におけるスマートフォン５００の空調管理アプリケーション５４の動作と同様であ
る。但し、建物３０の内部においては、操作コマンドが、スマートフォン５００から第２
無線通信部５１ｂを介してアダプタ２０ａ，２０ｂに送信される。スマートフォン５００
から操作コマンドを直接受け取ったアダプタ２０ａ，２０ｂは、その操作コマンドに合っ
た指令を空気調和機１０ａ，１０ｂに送る。
【０１００】
　（６）ドラッグ操作による設定温度の変更
　（６－１）温度変更入力検知エリアとキャンセルエリア
　制御装置５２は、空調管理アプリケーション５４の管理画面生成部５４ｃによって、図
９（ａ）、図９（ｂ）及び図９（ｃ）に示されているように、設定温度の値に応じて温度
設定ボタン５５ｄの位置を変えた表示画像を生成する。図９（ａ）乃至図９（ｃ）に示さ
れているのは冷房運転モードにおける表示の一例である。空気調和機１０ａは、冷房運転
モードにおいて、１８℃から３０℃までの範囲で設定温度を変更できるものとなっている
。このような空気調和機１０ａでは、管理画面生成部５４ｃは、例えば、設定温度が１８
℃のときは、移動経路５５ｅを反時計回りに回り切ったところにある移動経路５５ｅの第
１端部５９ａに温度設定ボタン５５ｄが描かれた画面を表示し（図９（ａ）参照）、設定
温度が３０℃のときは、移動経路５５ｅを時計回りに回り切ったところにある移動経路５
５ｅの第２端部５９ｂに温度設定ボタン５５ｄが描かれた画面を表示し（図９（ｃ）参照
）、設定温度が２４℃のときは、移動経路５５ｅの第１端部５９ａと第２端部５９ｂの中
間にある中央部５９ｃに温度設定ボタン５５ｄが描かれた画面を表示する（図９（ｂ）参
照）。空気調和機１０ａが１℃刻みで温度設定が可能であれば、１９℃から２３℃までの
間は設定温度の値が１℃大きくなる毎に温度設定ボタン５５ｄの位置が第１端部５９ａよ
りも中央部５９ｃに近づいた画面が管理画面生成部５４ｃによって表示される。また、２
４℃から３０℃までの間は設定温度の値が１℃大きくなる毎に温度設定ボタン５５ｄの位
置が中央部５９ｃよりも第２端部５９ｂに近づいた画面が管理画面生成部５４ｃによって
表示される。
【０１０１】
　図９（ａ）乃至図９（ｃ）に示されている表示画面において、温度設定ボタン５５ｄに
タッチされる前には、管理画面検知エリア決定部５４ｄが、温度設定ボタン５５ｄと重な
る場所に温度変更入力検知エリア５８ｄの配置を決定する。従って、移動経路５５ｅのう
ちの温度設定ボタン５５ｄが描かれている以外のところをタッチしても、温度設定操作コ
マンドに合った指令が送信されることはない。
【０１０２】
　制御装置５２は、温度設定ボタン５５ｄがタッチ操作されると、つまり温度変更入力検
知エリア５８ｄに対する接触が検知されると、図１０に示されているように、温度変更入
力検知エリア５８ｄを拡大する。この拡大は、移動経路５５ｅ内の温度設定ボタン５５ｄ
と実質的に同じ大きさであった温度変更入力検知エリア５８ｄを移動経路５５ｅよりも大
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きくすることである。拡大された温度変更入力検知エリア５８ｄは、温度変更入力検知エ
リア５８ｄへの接触が続いている限りにおいて拡大されたままの状態が維持される。言い
換えると、制御装置５２は、温度設定ボタン５５ｄがドラッグ操作されている限りにおい
て、図１０のような拡大された温度変更入力検知エリア５８ｄを維持する。この明細書で
「ドラッグ操作」というときは、ディスプレイ５５１の画面のドラッグ操作に対応したボ
タンに接触した後、接触したままの状態を保って移動するスワイプ操作を行い、画面への
接触が解除されるまでの操作を意味する。従って、タッチ操作（又はタップ操作ともいう
）のみに対応するボタンつまりタッチしたことは検知できるが移動したことは検知できな
いボタンに対して接触したままの状態を保って移動するスワイプ操作を行っても、そのよ
うな操作はドラッグ操作ではない。また、ドラッグ操作に対応したボタンを「ドラッグボ
タン」と呼ぶ。また、ドラッグ操作が可能なエリアをドラッグエリアと呼ぶ。
【０１０３】
　従って、温度変更入力検知エリア５８ｄがプラスボタン５５ｆ及びマイナスボタン５５
ｇと重なるくらいに拡大されるので、もはやプラスボタン５５ｆ及びマイナスボタン５５
ｇと重なる場所には温度上昇入力検知エリア５８ｆ及び温度下降入力検知エリア５８ｇが
存在しなくなるので、温度設定ボタン５５ｄのドラッグ操作においてプラスボタン５５ｆ
又はマイナスボタン５５ｇの場所まで例えば指がスライドしたとしてもプラスボタン５５
ｆ又はマイナスボタン５５ｇに対するタップ操作が無視されて温度設定ボタン５５ｄのド
ラッグ操作が継続される。同様に、例えば温度変更入力検知エリア５８ｄが運転モードボ
タン５５ｃと重なるくらいに拡大されるので、もはや運転モードボタン５５ｃと重なる場
所にはモード入力検知エリア５８ｃが存在しなくなる。従って、温度設定ボタン５５ｄの
ドラッグ操作において運転モードボタン５５ｃの場所まで例えば指がスライドしたとして
も運転モードボタン５５ｃに対するタップ操作が無視されて温度設定ボタン５５ｄのドラ
ッグ操作が継続される。
【０１０４】
　また、図１０に示されているように、制御装置５２は、円弧状の移動経路５５ｅの中心
に基点ＢＰ１を設定する。さらに、制御装置５２の管理画面検知エリア決定部５４ｄは、
基点ＢＰ１と、移動経路５５ｅの第１端部５９ａと第２端部５９ｂとを結ぶ線分ＬＳ２の
中点ＭＰとを結ぶ線分ＬＳ１の上にキャンセルエリア６０を設定する。キャンセルエリア
６０は、線分ＬＳ１に沿って細長く延びている。キャンセルエリア６０は、線分ＬＳ１に
沿う方向の長さが線分ＬＳ２の延びる方向（線分ＬＳ１と直交する方向）の幅よりも大き
く設定される。また、移動経路５５ｅとキャンセルエリア６０との間の隙間ＣＬ１の長さ
は、例えば、移動経路５５ｅの内径Ｄ１の３０％である。この隙間ＣＬ１は、大きすぎる
と予期しない値が温度設定値として設定されるのを防ぐ効果を小さくさせ、小さすぎると
通常の温度設定値の変更操作の妨げとなることから、例えば２０％から４０％の範囲で設
定される。
【０１０５】
　（６－２）ドラッグ操作
　温度設定ボタン５５ｄについての基本的なドラッグ操作は、図１１（ａ）、図１１（ｂ
）及び図１１（ｃ）に示されている。ユーザが指２００で温度設定ボタン５５ｄをタッチ
する（図１１（ａ）参照）。指２００で温度設定ボタン５５ｄに触れたままで、指２００
を移動経路５５ｅに沿って移動させる。なお、図１１（ｂ）において、破線で示された温
度設定ボタン５５ｄは、指２００の移動を開始した時点のものである。管理画面生成部５
４ｃは、温度設定ボタン５５ｄを指２００が接触しているドラッグ操作位置に描き直すよ
うに画面を次々に生成する。指２００が接触している位置に温度設定ボタン５５ｄが描き
直されることで、ユーザには、温度設定ボタン５５ｄが移動経路５５ｅの上を指２００に
よってスライドされているように見える。図１１（ｂ）には図示が省略されているが、管
理画面生成部５４ｃは、温度設定ボタン５５ｄの位置つまりは指２００のドラッグ操作位
置に対応した設定温度の値を移動経路５５ｅに囲まれた領域に表示させる。また、指２０
０が放れた時点を境として、図１０のような温度変更入力検知エリア５８ｄが拡大された
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状態から図８のような温度変更入力検知エリア５８ｄが小さい通常の状態になるように、
温度変更入力検知エリア５８ｄが縮小される。
【０１０６】
　ユーザは所望の設定温度の値が表示された場所で、温度設定ボタン５５ｄから指２００
を放す（図１１（ｃ）参照）。温度設定ボタン５５ｄから指２００を放すことによって、
設定温度の値が確定する。設定温度の値は、温度設定ボタン５５ｄから指２００が放され
たところの位置に対応する値になる。例えば、指２００が放された位置が移動経路５５ｅ
の中央部５９ｃであれば、設定温度が２４℃に変更される。
【０１０７】
　次に、移動経路５５ｅから外れたところに指２００が移動された場合について説明する
。先ず、図１２を用いて、指２００が移動経路５５ｅを外れてドラッグ操作された場合で
あって且つキャンセルエリア６０を指２００が横切らなかった場合の入力操作について説
明する。最初は、図１２の破線で示された温度設定ボタン５５ｄの位置で指２００がタッ
チされた。その後、基本的な移動経路５５ｅに沿った指２００のスライドではなく、指２
００が矢印Ａｒ１に沿って移動し、ドラッグ操作位置Ｐ１が移動経路５５ｅから外れたと
ころに止まった。このような場合、温度変更入力検知エリア５８ｄがキャンセルエリア６
０を除く図１２の全体に広がっていることから、ドラッグ操作位置Ｐ１も温度変更入力検
知エリア５８ｄの範囲内にある。従って、ドラッグ操作位置Ｐ１で指２００が止まっても
指２００がディスプレイ５５１の画面をタッチしているのでドラッグ操作が継続している
。
【０１０８】
　図１２のようにドラッグ操作位置Ｐ１で指２００が止まると、制御装置５２は、ドラッ
グ操作位置Ｐ１と基点ＢＰ１とを直線ＳＳ１で結ぶ。そして、制御装置５２は、直線ＳＳ
１と移動経路５５ｅとの交点に、指２００によって温度設定ボタン５５ｄが移動されたも
のとみなす。言い換えると、制御装置５２は、ドラッグエリアである温度変更入力検知エ
リア５８におけるドラッグ操作位置Ｐ１と基点ＢＰ１とを結ぶ直線が移動経路５５ｅと交
わる交点ＣＰ１にドラッグボタンである温度設定ボタン５５ｄを移動するとともに温度設
定ボタン５５ｄの位置に対応する値に設定温度の値を変更する。このような動作によって
、変更された温度設定値を確定するには、ドラッグ操作位置Ｐ１で指２００をディスプレ
イ５５１の画面から放せばよい。また、さらに異なる値に温度設定したいときには、ドラ
ッグ操作位置Ｐ１から指２００を放さずにスワイプ操作を続ければよい。
【０１０９】
　図１２に矢印Ａｒ１を用いて説明した例では、指２００のドラッグ操作が移動経路５５
ｅの外側に外れる場合について説明したが、移動経路５５ｅの内側に外れる場合でも同様
の動作が行われる。例えば、図１２の矢印Ａｒ２のように指２００がスワイプ操作してド
ラッグ操作位置Ｐ２で指２００が停止した場合も、上述の矢印Ａｒ１のようにスワイプ操
作された場合と同様の温度設定値になる。つまり、基点ＢＰ１からドラッグ操作位置Ｐ２
を通って延びる直線ＳＳ１を引いて、直線ＳＳ１と移動経路５５ｅの交点ＣＰ１に温度設
定ボタン５５ｄが移動された場合の設定温度の値がドラッグ操作位置Ｐ２に指２００があ
るときの値になる。移動経路５５ｅの内側にドラッグ操作位置Ｐ２がある場合も、ドラッ
グ操作位置Ｐ２で指２００をディスプレイ５５１の画面から放すと、温度設定ボタン５５
ｄの位置に対応する値に設定温度の値が確定する。
【０１１０】
　次に、図１３（ａ）、図１３（ｂ）及び図１３（ｃ）を用いて、指２００が移動経路５
５ｅを外れてドラッグ操作された場合であって且つキャンセルエリア６０を指２００が横
切った場合の入力操作について説明する。図１３（ａ）には、制御装置５２が、管理画面
生成部５４ｃにより、ドラッグボタンである温度設定ボタン５５ｄ及び移動経路５５ｅを
ディスプレイ５５１に表示させた状態が示されている。また、図１３（ａ）に示されてい
る状態は、温度設定ボタン５５ｄに指２００でタッチ操作がされて、制御装置５２が、管
理画面検知エリア決定部５４ｄにより、移動経路５５ｅ以外の場所に配置された基点ＢＰ
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１を設け、ドラッグエリアである温度変更入力検知エリア５８ｄを移動経路５５ｅの表示
範囲よりも大きく設定した状態である。また、制御装置５２は、管理画面検知エリア決定
部５４ｄにより、キャンセルエリア６０も設定している。図１３（ａ）に示されている温
度設定ボタン５５ｄの位置が現在の設定温度の値に対応している。
【０１１１】
　次に、図１３（ｂ）に示されているように、ユーザの指２００は、矢印Ａｒ３の示され
る軌跡を描いて移動経路５５ｅよりも基点ＢＰ１に近い側に外れてドラッグ操作位置Ｐ３
までスワイプされている。図１３（ｂ）に示されている状態は、まだドラッグ操作の最中
であるが、既に説明したように、ドラッグ操作位置Ｐ３と基点ＢＰ１を結ぶ直線ＳＳ２と
移動経路５５ｅとの交点に温度設定ボタン５５ｄが移動している。
【０１１２】
　例えば、図１３（ｂ）に示されている状態で、ユーザがドラッグ操作を終了するために
指２００をディスプレイ５５１の画面から放そうと考えたとする。ところが、実際には操
作を誤って、矢印Ａｒ４で示される軌跡を描いてディスプレイ５５１の画面の上をスワイ
プしてしまい、ドラッグ操作位置Ｐ４で画面から指２００が放れたとする。このような誤
操作を行った場合、もしキャンセルエリア６０が設定されていなければ、ドラッグ操作位
置Ｐ４と基点ＢＰ１を結ぶ直線ＳＳ３の上に二点鎖線で示したように、温度設定ボタン５
５ｄが移動することになる。この二点鎖線で示された温度設定ボタン５５ｄの位置に対応
する設定温度の値はユーザが設定したかった温度に比べてかなり大きな温度になる。この
ような状態でユーザが設定温度の確認を怠ると、空気調和機１０ａにより実際の室内がユ
ーザの意図しない高い温度に維持されることになる。
【０１１３】
　しかし、図１３（ｃ）に示されているように、キャンセルエリア６０が設定されている
ため、制御装置５２は、矢印Ａｒ４とキャンセルエリア６０とが交わるところで、ドラッ
グ操作が終了したと判断し、言い換えれば矢印Ａｒ４とキャンセルエリア６０とが交わる
ところで指２００がディスプレイ５５１の画面から放れたとみなす判断をする。その結果
、図１３（ｃ）に示されている場合には、ユーザの誤操作によっては温度設定ボタン５５
ｄがほとんど移動せず、ユーザの誤操作によってユーザの設定したかった設定温度の値か
ら大きく外れた値が設定温度として設定されるのを防止することができる。
【０１１４】
　（７）変形例
　（７－１）変形例１Ａ
　上記実施形態では、冷凍装置の温度設定値を変更する設定値変更装置として、空気調和
システム１００の携帯端末５０であるスマートフォン５００を例に挙げて説明した。しか
し、本発明に係る設定値変更装置が変更するものは、冷凍装置の温度設定値以外に給湯装
置の湯量設定値でもよい。ここでは、給湯装置の湯量設定値の変更について、図１４及び
図１５を用いて説明する。
【０１１５】
　（７－１－１）給湯システムの概要
　給湯システムは、給湯を行うか否か、浴槽の湯張りを行うか否か、浴槽の湯の追い焚き
を行うか否か、給湯温度の温度設定及び貯湯タンクに貯める湯の湯量設定などの情報の全
部又は一部を、スマートフォン５００を使って送受信することができるように構成されて
いる。
【０１１６】
　図１４には、変形例１Ａに係る給湯システム６００の構成が示されえている。図１４の
給湯システム６００は、住宅に設置されており、給湯装置６０２、台所用リモートコント
ローラ６０４、及び浴室用リモートコントローラ６０５で構成される。このような給湯シ
ステム６００は、住宅の浴室に設置された浴槽６８１の浴槽吐出口６８２及び、台所等に
設置された水栓６８５に温められた水を供給することができる。
【０１１７】
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　（７－１－２）給湯装置６０２の構成
　給湯装置６０２は、ヒートポンプユニット６２１、貯湯タンク６２２及び第２水熱交換
器６２３を有している。図１５にはヒートポンプユニット６２１と貯湯タンク６２２の外
観が示されている。ヒートポンプユニット６２１は、空気熱交換器６２５、圧縮機６２６
、第１水熱交換器６２７及び膨張弁６２８を有しており、これらは順次接続されて冷媒回
路を構成している。ヒートポンプユニット６２１は、空気熱交換器６２５において大気中
の熱を汲み上げて冷媒に伝える。圧縮機６２６においては、冷媒が圧縮されて、高温化さ
れた冷媒が、第１水熱交換器６２７において配管６２９を流れる水に冷媒の熱を伝える。
膨張弁６２８においては冷媒が減圧されて低温化され、低温化された冷媒が空気熱交換器
６２５に送られる。
【０１１８】
　貯湯タンク６２２内には水道源６４５から給水がされる。貯湯タンク６２２内に給水さ
れた水は、配管６２９に送られ、第１水熱交換器６２７で沸き上げられて湯となる。貯湯
タンク６２２に貯湯された水（湯）は、給湯装置６０２を利用するユーザの要求に応じて
、水栓６８５に提供されたり、浴槽６８１に提供されたりする。また、浴槽６８１内に貯
められた水は、ユーザの要求に応じて、浴槽６８１の浴槽回収口６８３から浴槽循環路６
３０を介して第２水熱交換器６２３に送られ、その後浴槽吐出口６８２を介して浴槽６８
１内に戻される。この時、貯湯タンク６２２内の水は、貯湯タンク循環路６４０を介して
第２水熱交換器６２３に送られた後、再度貯湯タンク６２２内に戻される。そのため、浴
槽６８１内に貯められていた水は、第２水熱交換器６２３により貯湯タンク６２２内の高
音の水と熱交換を行い、温められる（追い焚き動作）。
【０１１９】
　ヒートポンプユニット６２１の本体ケーシング６５０内には、ＣＰＵやＲＯＭ等で構成
されるマイクロコンピュータからなる制御装置７１３が取り付けられている。制御装置７
１３は、ヒートポンプユニット６２１内の各機能部の制御、貯湯タンク６２２内の水位セ
ンサ７１５及び温度センサ７１４の検知結果に基づいて沸き上げ動作、お湯はり動作及び
追い焚き動作等の制御を行う。制御部１３は、台所用リモートコントローラ６０４、浴室
用リモートコントローラ６０５及びスマートフォン５００を介してユーザから入力される
給湯装置６０２に対する指令に従って、給湯装置６０２の運転を制御する、すなわち、冷
媒回路に含まれる圧縮機６２６及び膨張弁６２８等の動作を制御する。また、制御装置７
１３は、給湯装置６０２に関する情報を台所用リモートコントローラ６０４及び浴室用リ
モートコントローラ６０５に出力する。ここで、給湯装置６０２に関する情報としては、
給湯装置６０２が湯張り動作や追い焚き動作等の各種動作を現在行っているか否かを示す
情報、貯湯タンク６２２内の残湯量を示す情報、及び浴槽６８１内に貯められた湯の現在
の温度及び湯量等が挙げられる。また、制御装置７１３は、給湯装置６０２に関する機器
データ２５ａをアダプタ７２０に送信する。例えば、制御装置７１３は、リモートコント
ローラ６０４，６０５を介して入力された給湯装置６０２に対する制御指令の内容を示す
データを、アダプタ７２０に送信する。また、制御装置７１３は、アダプタ７２０から送
信されてくる制御指令を実行する。アダプタ７２０から送信されてくる制御指令とは、例
えば、給湯装置６０２に対する運転指令や、特定の機器データをアダプタ７２０に送信す
るよう命じる指令である。記憶部１８には、保有機能情報１８ａ及び積算運転時間１８ｂ
などが存在している。積算運転時間１８ｂは、タイマ１７によりカウントされた給湯装置
６０２の累積の運転時間である。保有機能情報１８ａは、給湯装置６０２が保有する機能
に関する情報である。保有機能情報１８ａは、機器データ２５ａの一部としてアダプタ７
２０に送られ、アダプタ７２０の記憶部２４ａに記憶される。
【０１２０】
　また、制御装置７１３は、温度データ２５ｂ及び湯量データ２５ｃを、さらにアダプタ
７２０に送信する。具体的には、制御装置７１３は、温度センサ７１４によって検出され
た温度データ、及び水位センサ７１５によって検出された湯量データを、アダプタ７２０
に送信する。



(23) JP 6202082 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

【０１２１】
　台所用リモートコントローラ６０４は、ユーザの利便性を考慮してユーザ宅の台所の側
壁に取り付けられている。台所用リモートコントローラ６０４は、給湯装置６０２を遠隔
制御するためのものであって、給湯装置６０２の制御装置７１３に接続されている。台所
用リモートコントローラ６０４が有する機能としては、給湯を行うか否か、浴槽の湯張り
を行うか否か、浴槽の湯の追い焚きを行うか否か、並びに給湯温度及び湯量設定値などを
設定する設定機能、並びに湯張り動作の終了、追い焚き動作の終了及び貯湯タンク６２２
の湯量変化などを知らせるためのガイダンス機能が挙げられる。
【０１２２】
　浴室用リモートコントローラ６０５は、台所用リモートコントローラ６０４と同様、給
湯装置６０２を遠隔制御するためのものであって、住宅の浴室内の側壁に取り付けられて
いる。また、浴室用リモートコントローラ６０５は、上述の設定機能及びガイダンス機能
を有している。
【０１２３】
　（７－１－３）アダプタ
　給湯システム６００においては、電装部６９０にアダプタ７２０を内蔵している。アダ
プタ７２０は、給湯装置６０２をＬＡＮ８１に接続するためのネットワークアダプタであ
る。アダプタ７２０は、上述のアダプタ２０ａ，２０ｂと同様に構成することができる。
アダプタ７２０は、給湯装置６０２を制御する制御機能を有している。アダプタ７２０は
、給湯装置６０２の制御装置７１３と有線で接続されており、また図示は省略しているが
給湯装置６０２から電源を受けて作動する。
【０１２４】
　記憶部２４ａには、機器データ２５ａ、温度データ２５ｂ及び湯量データ２５ｃなどが
記憶されている。上述のように、これらのデータ２５ａ，２５ｂ，２５ｃは、給湯装置６
０２からアダプタ７２０に送信されてくる給湯装置６０２に関するデータである。そして
、アダプタ７２０は、定期的に（ここでは１分毎に）、それらのデータ２５ａ，２５ｂ，
２５ｃを給湯装置６０２の情報としてまとめ、公衆回線８０を介して図１７に記載されて
いるサーバ４０に送信している。
【０１２５】
　また、記憶部２４ａには、サーバアドレスが予め記憶されている。さらに、記憶部２４
ａには、サーバ４０によってアダプタ７２０に対して割り当てられた機器ＩＤも記憶され
る。アダプタ７２０の識別符号である機器ＩＤは、サーバ４０でアダプタ７２０を一意に
識別する情報となる。
【０１２６】
　給湯システム６００も、空気調和システム１００の情報仲介装置と同様に、アダプタ７
２０、ルータ（図示せず）及びサーバ４０を含む情報仲介装置を備えている。給湯システ
ム６００の情報仲介装置も、公衆回線８０を利用して、給湯装置６０２と携帯端末である
スマートフォン５００との間で情報のやりとりを行わせるための装置である。
【０１２７】
　（７－１－４）サーバ
　サーバ４０の記憶部４３には、給湯装置６０２に関する各種データを蓄積するためのデ
ータベースが存在する。アダプタ７２０に対応する記憶部４３のアダプタ別データベース
４３ａには、湯量に関する湯量データ２５ｃが記憶されている。
【０１２８】
　（７－１－５）スマートフォン
　図１７に示すように、スマートフォン５００の構成は、空気調和システム１００と同様
である。スマートフォン５００には、スマートフォン５００によって給湯装置６０２を管
理するため、空調管理アプリケーション５４に代えて給湯管理アプリケーション７５４が
搭載されている。給湯管理アプリケーション７５４は、ユーザが、公衆回線８０を介して
サーバ４０からダウンロードする。ユーザは、給湯管理アプリケーション７５４によって
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生成されタッチスクリーン装置５５に提供される画像を介して、給湯装置６０２の情報を
監視したり、給湯装置６０２の操作を行ったりすることができる。この給湯管理アプリケ
ーション７５４は、接続先であるサーバ４０のインターネット上のアドレスを最初から保
持している。
【０１２９】
　（７－１－６）初期設定
　給湯システム６００は、給湯装置６０２にアダプタ７２０を接続し、アダプタ７２０を
ルータ２１に認識させ、上述のようにユーザが給湯管理アプリケーション７５４をダウン
ロードしてスマートフォン５００にインストールし、さらに自宅などの建物３０内でユー
ザが初期設定を行うことによって使えるようになる。給湯システム６００の初期設定も空
気調和システム１００と同様に行えるので、初期設定の詳細な説明は省略する。
【０１３０】
　（７－１－７）給湯管理アプリケーションを用いた給湯装置の監視、操作
　給湯管理アプリケーション７５４は、種々の機能を有しているが、基本的な機能部とし
て、給湯装置情報要求部７５４ａ、給湯装置情報取得部７５４ｂ、管理画面生成部７５４
ｃ及び管理画面検知エリア決定部７５４ｄを備えている。
【０１３１】
　この給湯装置６０２に関するデータは、給湯管理アプリケーション７５４の給湯装置情
報取得部７５４ｂにて受信され、スマートフォン５００のメモリに一時的に記憶される。
保有機能情報１８ａなどの給湯装置６０２に関するデータに基づいて、給湯管理アプリケ
ーション７５４の管理画面生成部７５４ｃが、タッチスクリーン装置５５に表示させる監
視・操作用の給湯装置管理画面を生成する。そして、保有機能情報１８ａなどの給湯装置
６０２に関するデータに基づいて、給湯管理アプリケーション７５４の管理画面検知エリ
ア決定部７５４ｄが、給湯装置管理画面に対応させて、タッチスクリーン装置５５の画面
への接触を検知する検知エリアを決定する。スマートフォン５００の給湯管理アプリケー
ション７５４が起動されると、給湯装置６０２の監視・操作用の給湯装置管理画面が表示
される。
【０１３２】
　（７－１－８）給湯管理アプリケーションを用いた給湯装置の監視、操作
　スマートフォン５００の給湯管理アプリケーション７５４が起動され、ユーザによって
ログインＩＤおよびパスワードが入力されると、給湯装置情報要求部７５４ａが、アダプ
タ７２０に接続されている給湯装置６０２の情報を、第２無線通信部５１ｂを介してアダ
プタ７２０に要求する。かかる情報送信要求を受けて、アダプタ７２０は、記憶部２４ａ
に記憶されている給湯装置６０２に関する各種データを、スマートフォン５００に送信す
る。この給湯装置６０２に関する各種データには、保有機能情報１８ａを含む機器データ
２５ａ、設定温度などの温度データ２５ｂ及び湯量データ２５ｃなどが含まれている。そ
の後の、監視・操作用の給湯装置管理画面の生成及び操作は、スマートフォン５００の空
調管理アプリケーション５４の動作と同じである。
【０１３３】
　給湯装置６０２の制御装置７１３は、図１８に示されているように、設定湯量を上昇さ
せるプラスボタン７５５ｆ、設定湯量を下降させるマイナスボタン７５５ｇ、設定湯量を
連続的に変更可能なドラッグ式の湯量設定ボタン７５５ｄ及び湯量設定ボタン７５５ｄが
移動する楕円形状の移動経路７５５ｅを管理画面生成部７５４ｃによりディスプレイ５５
１に表示させる。また、制御装置７１３は、ドラッグボタンである湯量設定ボタン７５５
ｄに対するドラッグ入力を検知する湯量変更入力検知エリア７５８ｄ及び移動経路７５５
ｅ以外の場所に配置された基点ＢＰ２を管理画面検知エリア決定部７５４ｄにより設ける
。この基点ＢＰ２は、楕円弧の２つの中心点を結ぶ線分の中点に設けられる。制御装置５
２の管理画面検知エリア決定部７５４ｄは、基点ＢＰ２と、移動経路７５５ｅの第１端部
７５９ａと第２端部７５９ｂとを結ぶ線分ＬＳ４の中点ＭＰとを結ぶ線分ＬＳ３の上にキ
ャンセルエリア７６０を設定する。キャンセルエリア７６０は、線分ＬＳ３に沿って細長
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く延びている。キャンセルエリア７６０は、線分ＬＳ３に沿う方向の長さが線分ＬＳ４の
延びる方向の幅よりも大きく設定される。制御装置５２は、湯量設定ボタン７５５ｄがタ
ッチ操作されると、つまり湯量変更入力検知エリア７５８ｄに対する接触が検知されると
、図１９に示されているように、湯量変更入力検知エリア７５８ｄを拡大する。なお、図
１９において、キャンセルエリア７６０以外の部分が湯量変更入力検知エリア７５８ｄで
ある。制御装置５２は、図１９に示されているような予め設定されている特定曲線ＣＣ１
によってドラッグ操作位置Ｐ５と基点ＢＰ２とを結ぶ。この特定曲線ＣＣ１が移動経路７
５５ｅと交わる交点に湯量設定ボタン７５５ｄを移動するとともに湯量設定ボタン７５５
ｄの位置に対応する値に湯量設定値を変更する変更処理を行う。
【０１３４】
　（７－２）変形例１Ｂ
　上記実施形態又は変形例では、スマートフォン５００などの携帯端末５０が設定値変更
装置である場合について説明したが、設定値変更装置は携帯端末に限られるものではなく
、例えばリモートコントローラ１５，６０４，６０５にタッチスクリーン装置を搭載して
リモートコントローラ１５，６０４，６０５を設定値変更装置として用いる場合にも本発
明を適用できる。
【０１３５】
　（７－３）変形例１Ｃ
　上記実施形態又は変形例では、移動経路５５ｅ，７５５ｅの形状が円弧又は楕円弧であ
る場合を例に挙げて説明したが、移動経路の形状は、上記実施形態又は変形例に示された
これらの形状に限られるものではない。
【０１３６】
　（７－４）変形例１Ｄ
　上記実施形態又は変形例では、冷凍装置として暖房を行うことが可能な空気調和機１０
，１０ａについて説明したが、本発明が適用できるのは冷凍サイクルを行う冷媒回路を備
える暖房装置には限られず、冷媒回路を備えていない暖房装置にも適用できる。冷凍サイ
クルを行う冷媒回路を備えていない暖房装置としては例えば電気及び／又は燃料を直接熱
に変換する暖房装置があり、このような電気及び／又は燃料を直接熱に変換する暖房装置
としては例えば電気及び／又は燃料を用いて暖めた温水及び／又は温風を循環させて床や
壁を暖めるセントラルヒーティングがある。
【０１３７】
　（８）特徴
　（８－１）
　上述の空気調和システム１００は、温度設定ボタン５５ｄにタッチ操作があると、設定
値変更装置であるスマートフォン５００（又は携帯端末５０）の制御装置５２が、ドラッ
グエリアである温度変更入力検知エリア５８ｄを移動経路５５ｅの表示範囲よりも大きく
設定する。この空気調和システム１００は冷凍装置として空気調和機１０ａ，１０ｂを備
えている。また、上述の給湯システム６００は、湯量設定ボタン７５５ｄにタッチ操作が
あると、スマートフォン５００の制御装置５２が、ドラッグエリアである湯量変更入力検
知エリア７５８ｄを移動経路７５５ｅの表示範囲よりも大きく設定する。この給湯システ
ム６００は、給湯装置６０２を備えている。
【０１３８】
　そして、制御装置５２は、スマートフォン５００が空調管理アプリケーション５４を起
動しているときには、温度変更入力検知エリア５８ｄにおけるドラッグ操作位置Ｐ１，Ｐ
２と基点ＢＰ１とを結ぶ直線ＳＳ１，ＳＳ２が移動経路５５ｅと交わる交点に温度設定ボ
タン５５ｄを移動するとともに、指２００が放れた温度設定ボタン５５ｄの位置に対応す
る値に温度設定値を変更する変更処理を行う。あるいは、制御装置５２は、スマートフォ
ン５００が給湯管理アプリケーション７５４を起動しているときには、湯量変更入力検知
エリア７５８ｄにおけるドラッグ操作位置Ｐ４と基点ＢＰ２とを結ぶ特定曲線ＣＣ１が移
動経路７５５ｅと交わる交点に湯量設定ボタン７５５ｄを移動するとともに、指２００が
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放れた湯量設定ボタン７５５ｄの位置に対応する値に湯量設定値を変更する変更処理を行
う。
【０１３９】
　その結果、ユーザが粗野な操作をしてドラッグ操作位置Ｐ１，Ｐ２，Ｐ４が移動経路５
５ｅ，７５５ｅをはみ出してもドラッグ操作を継続して温度設定ボタン５５ｄ又は湯量設
定ボタン７５５ｄを移動経路５５ｅ，７５５ｅに沿って移動させることができる。ドラッ
グ操作による正しい温度設定値又は正しい湯量設定値への変更操作が容易になる。
【０１４０】
　（８－２）
　温度設定ボタン５５ｄがドラッグされているときには操作ボタンである運転モードボタ
ン５５ｃ、プラスボタン５５ｆ及びマイナスボタン５５ｇなどの表示されている範囲まで
温度変更入力検知エリア５８ｄを拡張して例えば運転モードボタン５５ｃ、プラスボタン
５５ｆ又はマイナスボタン５５ｇに対するタッチ操作があっても温度設定値の変更操作を
継続するように構成されている。このような構成により、例えば運転モードボタン５５ｃ
、プラスボタン５５ｆ及びマイナスボタン５５ｇを設定する場合にも温度変更入力検知エ
リア５８ｄを広く取ることができ、また温度設定ボタン５５ｄのドラッグ操作中に例えば
運転モードボタン５５ｃ、プラスボタン５５ｆ又はマイナスボタン５５ｇにタッチ操作を
行っても、モード切換などが生じないことから誤入力を防ぐことができる。その結果、ド
ラッグ操作を行い易くするとともに温度設定値の正しい変更操作が容易になる。
【０１４１】
　同様に、湯量設定ボタン７５５ｄがドラッグされているときには操作ボタンであるプラ
スボタン７５５ｆ及びマイナスボタン７５５ｇなどの表示されている範囲まで湯量変更入
力検知エリア７５８ｄを拡張して例えばプラスボタン７５５ｆ又はマイナスボタン７５５
ｇに対するタッチ操作があっても湯量設定値の変更操作を継続するように構成されている
。このような構成により、例えばプラスボタン７５５ｆ及びマイナスボタン７５５ｇを設
定する場合にも湯量変更入力検知エリア７５８ｄを広く取ることができ、また湯量設定ボ
タン７５５ｄのドラッグ操作中に例えばプラスボタン７５５ｆ又はマイナスボタン７５５
ｇにタッチ操作を行っても、湯量の変更などが生じないことから誤入力を防ぐことができ
る。その結果、ドラッグ操作を行い易くするとともに湯量設定値の正しい変更操作が容易
になる。
【０１４２】
　（８－３）
　図１３（ｃ）に示したように、温度設定ボタン５５ｄのドラッグ操作時にキャンセルエ
リア６０への接触があると温度設定値の変更処理が継続されず、そこで温度設定が完了す
るように構成されている。その結果、キャンセルエリア６０を越えた先（例えばドラッグ
操作位置Ｐ４）までドラッグ操作をすることに起因する予期しない温度設定値への変更が
されなくなる。図１３（ｃ）では、二点鎖線で示された位置に温度設定ボタン５５ｄが移
動されるのを防ぐことができる。このように、予期しない温度設定値への変更が抑制され
ることで、ユーザに不快感を与えるリスクを減らすことができる。また、無駄なエネルギ
ーコストを抑制することができる。
【０１４３】
　同様に、湯量設定ボタン７５５ｄのドラッグ操作時にキャンセルエリア７６０への接触
があると湯量設定値の変更処理が継続されず、そこで湯量設定が完了するように構成され
ている。その結果、キャンセルエリア７６０を越えた先までドラッグ操作をすることに起
因する予期しない湯量設定値への変更がされなくなる。このように、予期しない湯量設定
値への変更が抑制されることで、無駄なエネルギーコストを抑制することができる。
【０１４４】
　（８－４）
　上述のように移動経路５５ｅ，７５５ｅの一方端である第１端部５９ａ，７５９ａの周
辺と他方端である第２端部５９ｂ，７５９ｂの周辺とを結ぶ範囲にキャンセルエリア６０
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，７６０が設定されると、上限値付近の値を入れたつもりでドラッグ入力を終了するとき
に指２００が下限値付近の値を入力する場所にまで移動して下限値付近の値が入力される
という誤操作を防ぐことができ、またその逆の誤操作を防ぐことができる。その結果、温
度設定又は湯量設定の上限値付近の値と取り違えて下限値付近の値を入力したり、下限値
付近の値と取り違えて上限値付近の値を入力したりして、設定された温度又は湯量と設定
したかった温度又は湯量の間に大きな差が生じるリスクを抑制することができる。
【０１４５】
　（８－５）
　所望の温度又は湯量と実際の設定温度又は設定湯量の間に大きな差がある場合、移動経
路５５ｅ，７５５ｅの第１端部５９ａ，７５９ａと第２端部５９ｂ，７５９ｂを結ぶ直線
上付近を誤ってドラッグ操作した確率が高い。このような第１端部５９ａ，７５９ａと第
２端部５９ｂ，７５９ｂを結ぶ直線と交差させてキャンセルエリア６０，７６０を設ける
ことで、上限値付近の値に変更するつもりで下限値付近の値に変更したり、下限値付近の
値に変更するつもりで上限値付近の値に変更したりする誤操作を防げる確率が高くなる。
【０１４６】
　（８－６）
　円弧状又は楕円弧状に形成された移動経路５５ｅ，７５５ｅに沿って温度設定ボタン５
５ｄ又は湯量設定ボタン７５５ｄを移動するときには、図１３（ｃ）に示したように、弧
内に向けてドラッグ操作位置を動かしつつドラッグ操作を終了させる場合がある。このよ
うな場合、キャンセルエリア６０，７６０が移動経路５５ｅ７５５ｅに囲まれる位置に配
置されることから、上限値付近の値に変更するつもりで下限値付近の値に変更したり、下
限値付近の値に変更するつもりで上限値付近の値に変更したりする誤操作を、円弧状又は
楕円弧状の移動経路５５ｅ，７５５ｅに囲まれた弧内の位置にあるキャンセルエリア６０
，７６０で防ぐことができ、設定された温度又は湯量と設定したかった温度又は湯量の間
に大きな差が生じないようにする機能が大きく向上する。
【０１４７】
　（８－７）
　移動経路５５ｅ，７５５ｅの第１端部５９ａ，７５９ａと第２端部５９ｂ，７５９ｂの
真ん中である中点ＭＰと基点ＢＰ１，ＢＰ２とを結ぶ線分ＬＳ１，ＬＳ３を含む範囲にキ
ャンセルエリア６０，７６０が配置されることから、線分ＬＳ１，ＬＳ３を横切るドラッ
グ操作によるドラッグ入力を防ぐことができ、上限値付近の値に変更するつもりで下限値
付近の値に変更したり、下限値付近の値に変更するつもりで上限値付近の値に変更したり
する誤操作を線分ＬＳ１，ＬＳ３上に配置されたキャンセルエリア６０，７６０で防ぐこ
とができ、設定された温度と設定したかった温度の間に大きな温度差が生じないようにす
る機能が大きく向上する。
【０１４８】
　（８－８）
　キャンセルエリア６０，７６０の形状を線分ＬＳ１，ＬＳ３に沿う方向の長さが第１端
部５９ａ，７５９ａと第２端部５９ｂ，７５９ｂを結ぶ方向の長さよりも長くなるように
設定していることから、下限値付近の値又は上限値付近の値に設定したいときに、意図せ
ずにドラッグ操作時にキャンセルエリア６０，７６０に接触することで上手く設定できな
くなる誤操作を抑制することができる。その結果、上限値付近の値を意図せずに入力した
り、下限値付近の値を意図せずに入力したりする誤操作を抑制することができる。例えば
、キャンセルエリア６０，７６０が、線分ＬＳ１，ＬＳ３に沿う方向の長さと、第１端部
５９ａ，７５９ａと第２端部５９ｂ，７５９ｂを結ぶ方向の長さとが等しくなる形状であ
ると、移動経路５５ｅ，７５５ｅから少し外れてスワイプ操作をしてしまっただけでキャ
ンセルエリアに接触していまいドラッグ操作が終わってしまう。
【０１４９】
　（８－９）
　温度設定ボタン５５ｄ又は湯量設定ボタン７５５ｄのドラッグ操作の開始後にドラッグ
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エリアを移動経路の表示範囲よりも大きく設定するために温度変更入力検知エリア５８ｄ
又は湯量変更入力検知エリア７５８ｄを拡大することから、ドラッグ操作が行われる前と
ドラッグ操作が行われた後に、例えばプラスボタン５５ｆ，７５５ｆ及びマイナスボタン
５５ｇ，７５５ｇなどの操作ボタンを拡大された部分の温度変更入力検知エリア５８ｄ又
は湯量変更入力検知エリア７５８ｄに配置することができ、ドラッグ操作以外の操作が行
い易くなる。その結果、タッチスクリーン装置５５の全体的な操作性を向上させることが
できる。
【符号の説明】
【０１５０】
　１０ａ，１０ｂ　　空気調和機（冷凍装置の例）
　５０　　携帯端末（設定値変更装置の例）
　５２　　制御装置
　５５　　タッチスクリーン装置
　６０　　キャンセルエリア
１００　　空気調和システム
５００　　スマートフォン（設定値変更装置の例）
５５１　　ディスプレイ
５５２　　タッチセンサ
６００　　給湯システム
６０２　　給湯装置
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１５１】
【特許文献１】特開２０１５－１１４０５７号公報
【特許文献２】特表２０１５－５１３７４７号公報
【図１】 【図２】
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